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調査計画 

１ 調査の名称（■特定一般統計調査 □その他の一般統計調査） 

  福祉行政報告例 

２ 調査の目的 

  社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政実態を数量的に把握し

て、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得る。 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 □事業所 □企業・法人・団体 ■地方公共団体 □その他） 

   都道府県、指定都市、中核市 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数      129（都道府県・指定都市・中核市） 

（２）報告者の選定の方法（■全数 □無作為抽出（□全数階層あり） □有意抽出） 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、別添「報告表一覧・報告表」を参照。） 

身体障害者福祉関係、障害者総合支援関係、特別児童扶養手当関係、知的障害者福祉関係、老人福

祉関係、困難な問題を抱える女性支援関係、民生委員関係、社会福祉法人関係、児童福祉関係、母子保

健関係、児童扶養手当関係、戦傷病者特別援護関係、中国残留邦人等支援給付等関係 

〔集計しない事項の有無〕 ■無 □有 

（２）基準となる期日又は期間 

  月 報 

・報告表25、26及び66：前月１か月間（以下「調査月」という。）

・報告表第61：令和６年度末までの前月１か月間

  年度報 

・報告表第33：毎年４月１日現在

・報告表第14～21の３、22の２、27～32、34～42、62～65及び67～73：調査対象年度の１年間

・報告表第54及び54の２：令和６年４月１日現在
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・報告表第22、43～52及び54の３～57：令和６年度の１年間 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統     厚生労働省－都道府県・指定都市・中核市 

（２）調査方法 

□郵送調査 ■オンライン調査（□政府統計共同利用システム □独自のシステム ■電子メール） 

□調査員調査 □その他（       ） 

〔調査方法の概要〕 

    ＬＧＷＡＮの電子メールサービスを利用したエクセルワークシートの報告により実施する。 

     

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

■１回限り ■毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（   ） 

   （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：      年） 

※報告表第22及び43～61は、１回限りとする。 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   月 報 

・報告表25、26及び66：調査月の翌月末 

 ・報告表第61：令和６年度末までの翌月末 

年度報 

・報告表第33：調査対象年度の５月末 

・報告表第14～21の３、22の２、27～32、34～42、62～65及び67～73:調査対象年度の翌年度５月末 

・報告表第54及び54の２：令和６年５月末 

・報告表第22、43～52及び54の３～57：令和７年５月末 

 

８ 集計事項 

  別添「福祉行政報告例統計表一覧」のとおり 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表・非公表の別（□全部公表 ■一部非公表 □全部非公表） 

   月 報：全部公表。 

   年度報：児童福祉の児童相談所別結果表については、人権配慮上機微にわたる内容であり、公表する
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ことにより、児童に危険が及ぶおそれも否定できないことから、非公表とする。 

（２）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） □印刷物  □閲覧） 

月 報： e-Statに掲載する。 

年度報： e-Statに掲載する。 

※e-Statには調査結果を掲載し、厚生労働省ホームページには調査結果の概況とe-Statへの

リンク先を掲載する。

（３）公表の期日 

月 報 

・報告表25、26及び66に関する統計表：調査月３か月後上旬

・報告表第61に関する統計表：令和７年６月までの調査月３か月後上旬

年度報 

・報告表第33に関する統計表：調査対象年度の１月下旬

・報告表第14～21の３、22の２、27～32、34～42、62～65及び67～73に関する統計表：

調査対象年度の翌年度１月下旬

・報告表第54及び54の２：令和７年１月下旬

・報告表第22、43～52及び54の３～57：令和８年１月下旬

ただし、令和４年度の調査結果のうち児童福祉関係の統計表（※）については、令和６年９月に公

表する。 

※別添の福祉行政報告例統計表一覧参照

10 使用する統計基準 

□使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（ ） 

■使用しない

本調査は、地方公共団体を対象とした調査であり、調査対象の範囲の画定及び集計結果の表示に、統

計基準を用いる余地が小さいことから、いずれの統計基準も使用しない。 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者   

保存期間 保存責任者 

調査票の内容を記録した

電磁的記録媒体 

常用 厚生労働省政策統括官付参事官（企画調整担当） 



黄色網掛けは1回限りとするものである。

表番号 報告表 種類
基準となる期日

又は期間
調査票の提出期

限
公表の期日 東京都 道府県

指定
都市

中核
市

第14 身体障害者手帳交付台帳登載数（身体障害者福祉法） ○ ○ ○ ○

第17
身体障害者更生相談所における処理（障害者総合支援法・身体
障害者福祉法）

○ ○ ○

第18
身体障害者・児の補装具費の支給（購入・修理・借受け・借受
け修理）（障害者総合支援法）

○ ○ ○ ○

第18の2
難病患者等の補装具費の支給（購入・修理・借受け・借受け修
理）（障害者総合支援法）

○ ○ ○ ○

第18の3
身体障害者・児の特例補装具費の支給（購入・修理）
（障害者総合支援法）

○ ○ ○ ○

第18の4
難病患者等の特例補装具費の支給（購入・修理）
（障害者総合支援法）

○ ○ ○ ○

第19 自立支援医療（身体障害者の更生医療）（障害者総合支援法） ○ ○ ○ ○

第21
自立支援医療（精神障害者・児の精神通院医療）（障害者総合
支援法）

○ ○ ○

第21の2 自立支援医療における所得区分の状況（障害者総合支援法） ○ ○ ○ ○

第21の3 市町村における相談支援（障害者総合支援法） ○ ○ ○ ○

第22
未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付（児童福祉法・母
子保健法）

年度報
令和６年度の１

年間
令和７年５月末

令和８年１月下
旬

○ ○ ○ ○

第22の2
自立支援医療（身体障害児童の育成医療）（障害者総合支援
法）

年度報
調査対象年度の

１年間
調査対象年度の
翌年度５月末

調査対象年度の
翌年度１月下旬

○ ○ ○ ○

第25
障害児福祉手当等の認定及び受給資格者異動状況（特別児童扶
養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正す
る法律）

○ ○

第26
特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況
（特別児童扶養手当等の支給に関する法律）

○ ○ ○

第27 知的障害者更生相談所における処理（知的障害者福祉法） ○ ○ ○

第31 療育手帳交付台帳登載数（知的障害者福祉法） ○ ○ ○

第32 老人ホーム・在所者（老人福祉法等） ○ ○ ○ ○

第33 養護老人ホームの措置人員（4月1日現在）（老人福祉法）
毎年４月１日現

在
調査対象年度の

５月末
調査対象年度の

１月下旬
○ ○ ○ ○

第34
短期入所生活介護（被措置者分）
（老人福祉法）

○ ○ ○ ○

第35 老人クラブ・会員数（老人福祉法） ○ ○ ○ ○

第36
女性相談支援センター及び女性相談支援員の経路別受付（困難
な問題を抱える女性への支援に関する法律・配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護等に関する法律）

○ ○

第37
女性相談支援センター及び女性相談支援員の処理状況（困難な
問題を抱える女性への支援に関する法律・配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護等に関する法律）

○ ○

第38
女性自立支援施設入退所者の状況（困難な問題を抱える女性へ
の支援に関する法律・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護等に関する法律）

○ ○

第39 民生委員（児童委員）の推薦状況（民生委員法） ○ ○ ○ ○

第40 民生委員（児童委員）の活動状況（民生委員法・児童福祉法） ○ ○ ○ ○

第41
社会福祉法人数・認可件数及び社会福祉連携推進法人数・認定
件数（社会福祉法）

○ ○ ○ ○

第42 社会福祉法人等に対する指導・監督（社会福祉法等） ○ ○ ○ ○

第43 児童相談経路別児童受付（児童福祉法）
○
区

○ ○ △

第44 児童相談種類別児童受付（児童福祉法）
○
区

○ ○ △

福祉行政報告例報告表一覧

年度報
調査対象年度の

１年間
調査対象年度の
翌年度５月末

調査対象年度の
翌年度１月下旬

月報 前月１か月間 調査月の翌月末
調査月３か月後

上旬

年度報

調査対象年度の
１年間

調査対象年度の
翌年度５月末

調査対象年度の
翌年度１月下旬

調査対象年度の
１年間

調査対象年度の
翌年度５月末

調査対象年度の
翌年度１月下旬



表番号 報告表 種類
基準となる期日

又は期間
調査票の提出期

限
公表の期日 東京都 道府県

指定
都市

中核
市

第45 児童相談種類別対応件数（児童福祉法）
○
区

○ ○ △

第46
児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指導・
措置解除（児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律）

○
区

○ ○ △

第47 一時保護児童（児童福祉法）
○

区児
○
児

○
児

△

第48
児童相談所における調査・診断及び心理療法・カウンセリング
等（児童福祉法）

○
区

○ ○ △

第49
児童相談所における養護相談の理由別対応件数（児童福祉法・
児童虐待の防止等に関する法律）

○
区

○ ○ △

第49の2
市町村における養護相談の理由別対応件数（児童福祉法・児童
虐待の防止等に関する法律）

○
区

○ ○ △

第50 児童福祉施設・在所者（児童福祉法）
○

区児
○
児

○
児

△

第52 助産施設・母子生活支援施設在所者（児童福祉法） ○ ○ ○ ○

第54 保育所・在所者（４月１日現在）（児童福祉法） ○ ○ ○ ○

第54の2
幼保連携型認定こども園・在所者（４月１日現在）（就学前の
子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律）

○ ○ ○ ○

第54の3
保育所及び幼保連携型認定こども園における入退所者の状況
（児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的
な提供の推進に関する法律）

○ ○ ○ ○

第56
里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）（児
童福祉法）

○
区児

○
児

○
児

△

第57
里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に委
託されている児童（児童福祉法）

○
区児

○
児

○
児

△

第61
児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況（児童扶養手当
法）

月報
令和６年度末ま
での前月１か月

間

令和６年度末ま
での翌月末

令和７年６月ま
での調査月３か

月後上旬
○ ○ ○ ○

第62 戦傷病者手帳交付台帳登載数（戦傷病者特別援護法） ○ ○

第63
戦傷病者等の療養の給付・療養費の支給及び療養手当受給者数
並びに更生医療給付決定件数（戦傷病者特別援護法）

○ ○

第64 戦傷病者の補装具支給及び修理（戦傷病者特別援護法） ○ ○

第65 戦傷病者乗車券引換証受給者数（戦傷病者特別援護法） ○ ○

第66
給付金の種類別被給付世帯数及び被給付人員（中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特
定配偶者の自立の支援に関する法律）

月報 前月１か月間 調査月の翌月末
調査月３か月後

上旬
○ ○ ○ ○

第67
給付の開始・廃止及び変更（中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律）

○ ○ ○ ○

第68
性・年齢階級別被給付人員（中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律）

○ ○ ○ ○

第69
医療支援給付人員（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに
永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関
する法律）

○ ○ ○ ○

第70
介護支援給付人員（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに
永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関
する法律）

○ ○ ○ ○

第71
世帯の労働力類型別被給付世帯数（中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律）

○ ○ ○ ○

第72
医療費の審査及び決定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律）

○ ○ ○ ○

第73
医療支援給付実施状況（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律）

○ ○ ○ ○

【各欄のマークについて】

マーク

○ 該当の報告表を報告する。

△ 児童相談所を設置する中核市のみ報告する。

区 児童相談所を設置する特別区毎に報告する。

児 児童相談所ごとに報告する。

年度報

令和６年度の１
年間

令和７年５月末
令和８年１月下

旬

令和６年４月１
日現在

令和６年５月末
令和７年１月下

旬

令和６年度の１
年間

令和７年５月末
令和８年１月下

旬

年度報
調査対象年度の

１年間
調査対象年度の
翌年度５月末

調査対象年度の
翌年度１月下旬

年度報
調査対象年度の

１年間
調査対象年度の
翌年度５月末

調査対象年度の
翌年度１月下旬



第１４　身体障害者手帳交付台帳登載数
都道府県

指定都市　名

中 核 市

（福祉行政報告例） 令和           年 度 分 報 告

新規交付
(年度中）

新規交付
(年度中）

新規交付
(年度中）

新規交付
(年度中）

新規交付
(年度中）

新規交付
(年度中）

新規交付
(年度中）

(1） (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

18歳未満 (01)

18歳以上 (02)

18歳未満 (03)

18歳以上 (04)

18歳未満 (05)

18歳以上 (06)

18歳未満 (07)

18歳以上 (08)

18歳未満 (09)

18歳以上 (10)

18歳未満 (11)

18歳以上 (12)

18歳未満 (13)

18歳以上 (14)

18歳未満 (15)

18歳以上 (16)

18歳未満 (17)

18歳以上 (18)

18歳未満 (19)

18歳以上 (20)

18歳未満 (21)

18歳以上 (22)

18歳未満 (23)

18歳以上 (24)

18歳未満 (25)

18歳以上 (26)

18歳未満 (27)

18歳以上 (28)

18歳未満 (29)

18歳以上 (30)

18歳未満 (31)

18歳以上 (32)

18歳未満 (33)

18歳以上 (34)

18歳未満 (35)

18歳以上 (36)

18歳未満 (37)

18歳以上 (38)

18歳未満 (39)

18歳以上 (40)

18歳未満 (41)

18歳以上 (42)

18歳未満 (43)

18歳以上 (44)
計

運動機能障害

上肢機能

移動機能

内 部 障 害

心臓機能障害

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう・
直腸機能障害

小腸機能障害

免疫機能障害

肝臓機能障害

体    幹

５　級
(年度末現在）

６　級
(年度末現在）

視 覚 障 害

（再掲）糖尿病を
主原因とするもの

聴覚・
平衡機能障害

聴    覚

平 衡 機 能

音声・言語・そ
しゃく機能障害

肢 体 不 自 由

上    肢

下    肢

（身体障害者福祉法）

総　数
(年度末現在）

１　級
(年度末現在）

２　級
(年度末現在）

３　級
(年度末現在）

４　級
(年度末現在）



都道府県
指定都市　名

（福祉行政報告例） 令和 年度分報告

自立支援医療
(更生医療)

補装具
身体障害者

手　帳
職　業 施　設 生　活 その他 計

医学的
判定

心理学的
判定

職能的
判定

その他の
判定

計
自立支援

医療
(更生医療)

補装具
身体障害者

手　帳
障害支援
 区 分

その他 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

来所(01)

巡回(02)

判 定 書 等 交 付 件 数

第１７　身体障害者更生相談所における処理

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律・身体障害者福祉法）

取扱
実人員

相　　談　　内　　容 判　定　内　容



一

第１８　身体障害者・児の補装具費の支給（購入・修理・借受け・借受け修理）
都道府県

指定都市　名

（福祉行政報告例） 中 核 市

令和           年度分報告

障害者の日常生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に支援する
ための法律による
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の日常生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に支援する
ための法律による
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の日常生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に支援する
ための法律による
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の日常生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に支援する
ための法律による
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

義 手 (01)

義 足 (02)

下 肢 (03)

靴 型 (04)

体 幹 (05)

上 肢 (06)

姿 勢 保 持 機 能 付
車 椅 子

(07)

姿 勢 保 持 機 能 付
電 動 車 椅 子

(08)

車 椅 子 又 は 電 動 車 椅 子
機 能 を も た な い も の

(09)

(10)

レ デ ィ メ イ ド (11)

オ ー ダ ー メ イ ド (12)

矯 正 用 (13)

遮 光 用 (14)

コ ン タ ク ト レ ン ズ (15)

弱 視 用 (16)

高 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(17)

高 度 難 聴 用
耳 か け 型

(18)

重 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(19)

重 度 難 聴 用
耳 か け 型

(20)

耳あな型（レディメイド） (21)

耳あな型（オーダーメイド） (22)

骨 導 式 ポ ケ ッ ト 型 (23)

骨 導 式 眼 鏡 型 (24)

人工内耳
人 工 内 耳 用 音 声
信 号 処 理 装 置

(25)

普 通 型 (26)

リクライニング式普通型 (27)

テ ィ ル ト 式 普 通 型 (28)

リクライニング・ティルト
式 普 通 型

(29)

手 動 リ フ ト 式 普 通 型 (30)

前 方 大 車 輪 型 (31)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
前 方 大 車 輪 型

(32)

片 手 駆 動 型 (33)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
片 手 駆 動 型

(34)

レ バ ー 駆 動 型 (35)

手 押 し 型 (36)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
手 押 し 型

(37)

テ ィ ル ト 式 手 押 し 型 (38)

リクライニング・ティルト
式 手 押 し 型

(39)

普 通 型 (4.5Km/h) (40)

普 通 型 (6Km/h) (41)

簡 易 型 (42)

リクライニング式普通型 (43)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ 式
普 通 型

(44)

電 動 リ フ ト 式 普 通 型 (45)

電 動 テ ィ ル ト 式 普 通 型 (46)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ ・
テ ィ ル ト 式 普 通 型

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

眼 鏡

補　聴　器

決 定 件 数

金　　　　　額

義 肢

装 具

座 位 保 持
装 置

視 覚 障 害 者 安 全 つ え

   借　　　受　　　け　　　修　　　理

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

判 定 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

判 定 件 数

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

計

車 椅 子

電 動
車 椅 子

座 位 保 持 椅 子

起 立 保 持 具

歩 行 器

頭 部 保 持 具

排 便 補 助 具

歩 行 補 助 つ え

重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置

   購　　　　　　　　入 修　　　　　　　　理    借　　　　受　　　　　け

義 眼



一

都道府県

指定都市　名

（福祉行政報告例） 中 核 市

令和 年度分報告

障害者の日常生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に支援する
ための法律による
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の日常生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に支援する
ための法律による
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の日常生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に支援する
ための法律による
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障害者の日常生活
及 び 社 会 生 活 を
総合的に支援する
ための法律による
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

義 手 (01)

義 足 (02)

下 肢 (03)

靴 型 (04)

体 幹 (05)

上 肢 (06)

姿 勢 保 持 機 能 付
車 椅 子

(07)

姿 勢 保 持 機 能 付
電 動 車 椅 子

(08)

車 椅 子 又 は 電 動 車 椅 子
機 能 を も た な い も の

(09)

(10)

レ デ ィ メ イ ド (11)

オ ー ダ ー メ イ ド (12)

矯 正 用 (13)

遮 光 用 (14)

コ ン タ ク ト レ ン ズ (15)

弱 視 用 (16)

高 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(17)

高 度 難 聴 用
耳 か け 型

(18)

重 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(19)

重 度 難 聴 用
耳 か け 型

(20)

耳あな型（レディメイド） (21)

耳あな型（オーダーメイド） (22)

骨 導 式 ポ ケ ッ ト 型 (23)

骨 導 式 眼 鏡 型 (24)

人工内耳
人 工 内 耳 用 音 声
信 号 処 理 装 置

(25)

普 通 型 (26)

リクライニング式普通型 (27)

テ ィ ル ト 式 普 通 型 (28)

リクライニング・ティルト
式 普 通 型

(29)

手 動 リ フ ト 式 普 通 型 (30)

前 方 大 車 輪 型 (31)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
前 方 大 車 輪 型

(32)

片 手 駆 動 型 (33)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
片 手 駆 動 型

(34)

レ バ ー 駆 動 型 (35)

手 押 し 型 (36)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
手 押 し 型

(37)

テ ィ ル ト 式 手 押 し 型 (38)

リクライニング・ティルト
式 手 押 し 型

(39)

普 通 型 (4.5Km/h) (40)

普 通 型 (6Km/h) (41)

簡 易 型 (42)

リクライニング式普通型 (43)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ 式
普 通 型

(44)

電 動 リ フ ト 式 普 通 型 (45)

電 動 テ ィ ル ト 式 普 通 型 (46)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ ・
テ ィ ル ト 式 普 通 型

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

眼 鏡

補　聴　器

決 定 件 数

金 額

義 肢

装 具

座 位 保 持
装 置

視 覚 障 害 者 安 全 つ え

   借 受 け 修 理

申 請 件 数 決 定 件 数

金 額

申 請 件 数 決 定 件 数

金 額

判 定 件 数 決 定 件 数

金 額

判 定 件 数

第18の2　難病患者等の補装具費の支給（購入・修理・借受け・借受け修理）

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

計

車 椅 子

電 動
車 椅 子

座 位 保 持 椅 子

起 立 保 持 具

歩 行 器

頭 部 保 持 具

排 便 補 助 具

歩 行 補 助 つ え

重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置

   購 入 修 理    借 受 け

義 眼



一

第１８の３　身体障害者・児の特例補装具費の支給（購入・修理）
都道府県

指定都市　名

（福祉行政報告例） 中 核 市

令和           年度分報告

障 害 者 の 日 常 生 活
及 び 社 会 生 活 を
総 合 的 に 支 援 す る
た め の 法 律 に よ る
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障 害 者 の 日 常 生 活
及 び 社 会 生 活 を
総 合 的 に 支 援 す る
た め の 法 律 に よ る
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

(千円） (千円） (千円） (千円）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

義 手 (01)

義 足 (02)

下 肢 (03)

靴 型 (04)

体 幹 (05)

上 肢 (06)

姿 勢 保 持 機 能 付
車 椅 子

(07)

姿 勢 保 持 機 能 付
電 動 車 椅 子

(08)

そ の 他 (09)

(10)

レ デ ィ メ イ ド (11)

オ ー ダ ー メ イ ド (12)

そ の 他 (13)

矯 正 用 (14)

遮 光 用 (15)

コ ン タ ク ト レ ン ズ (16)

弱 視 用 (17)

そ の 他 (18)

高 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(19)

高 度 難 聴 用
耳 か け 型

(20)

重 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(21)

重 度 難 聴 用
耳 か け 型

(22)

耳あな型（レディメイド） (23)

耳あな型（オーダーメイド） (24)

骨 導 式 ポ ケ ッ ト 型 (25)

骨 導 式 眼 鏡 型 (26)

そ の 他 (27)

人工内耳
人 工 内 耳 用 音 声
信 号 処 理 装 置

(28)

普 通 型 (29)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式 普 通 型 (30)

テ ィ ル ト 式 普 通 型 (31)

リクライニング・ティルト
式 普 通 型

(32)

手 動 リ フ ト 式 普 通 型 (33)

前 方 大 車 輪 型 (34)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
前 方 大 車 輪 型

(35)

片 手 駆 動 型 (36)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
片 手 駆 動 型

(37)

レ バ ー 駆 動 型 (38)

手 押 し 型 (39)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
手 押 し 型

(40)

テ ィ ル ト 式 手 押 し 型 (41)

リクライニング・ティルト
式 手 押 し 型

(42)

そ の 他 (43)

普 通 型 (4.5Km/h) (44)

普 通 型 (6Km/h) (45)

簡 易 型 (46)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式 普 通 型 (47)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ 式
普 通 型

(48)

電 動 リ フ ト 式 普 通 型 (49)

電 動 テ ィ ル ト 式 普 通 型 (50)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ ・
テ ィ ル ト 式 普 通 型

(51)

そ の 他 (52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

歩 行 器

歩 行 補 助 つ え

重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置

計

頭 部 保 持 具

排 便 補 助 具

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

   購　　　　　　　　入

座 位 保 持 椅 子

起 立 保 持 具

座 位 保 持
装 置

視 覚 障 害 者 安 全 つ え

義 眼

眼 鏡

義 肢

装 具

補　聴　器

車 椅 子

電 動
車 椅 子

修　　　　　　　　理

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額



一

第１８の４　難病患者等の特例補装具費の支給（購入・修理）
都道府県

指定都市　名

（福祉行政報告例） 中 核 市

令和           年度分報告

障 害 者 の 日 常 生 活
及 び 社 会 生 活 を
総 合 的 に 支 援 す る
た め の 法 律 に よ る
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

障 害 者 の 日 常 生 活
及 び 社 会 生 活 を
総 合 的 に 支 援 す る
た め の 法 律 に よ る
公 費 負 担 額

自 己 負 担 額

(千円） (千円） (千円） (千円）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

義 手 (01)

義 足 (02)

下 肢 (03)

靴 型 (04)

体 幹 (05)

上 肢 (06)

姿 勢 保 持 機 能 付
車 椅 子

(07)

姿 勢 保 持 機 能 付
電 動 車 椅 子

(08)

そ の 他 (09)

(10)

レ デ ィ メ イ ド (11)

オ ー ダ ー メ イ ド (12)

そ の 他 (13)

矯 正 用 (14)

遮 光 用 (15)

コ ン タ ク ト レ ン ズ (16)

弱 視 用 (17)

そ の 他 (18)

高 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(19)

高 度 難 聴 用
耳 か け 型

(20)

重 度 難 聴 用
ポ ケ ッ ト 型

(21)

重 度 難 聴 用
耳 か け 型

(22)

耳あな型（レディメイド） (23)

耳あな型（オーダーメイド） (24)

骨 導 式 ポ ケ ッ ト 型 (25)

骨 導 式 眼 鏡 型 (26)

そ の 他 (27)

人工内耳
人 工 内 耳 用 音 声
信 号 処 理 装 置

(28)

普 通 型 (29)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式 普 通 型 (30)

テ ィ ル ト 式 普 通 型 (31)

リクライニング・ティルト
式 普 通 型

(32)

手 動 リ フ ト 式 普 通 型 (33)

前 方 大 車 輪 型 (34)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
前 方 大 車 輪 型

(35)

片 手 駆 動 型 (36)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
片 手 駆 動 型

(37)

レ バ ー 駆 動 型 (38)

手 押 し 型 (39)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式
手 押 し 型

(40)

テ ィ ル ト 式 手 押 し 型 (41)

リクライニング・ティルト
式 手 押 し 型

(42)

そ の 他 (43)

普 通 型 (4.5Km/h) (44)

普 通 型 (6Km/h) (45)

簡 易 型 (46)

リ ク ラ イ ニ ン グ 式 普 通 型 (47)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ 式
普 通 型

(48)

電 動 リ フ ト 式 普 通 型 (49)

電 動 テ ィ ル ト 式 普 通 型 (50)

電 動 リ ク ラ イ ニ ン グ ・
テ ィ ル ト 式 普 通 型

(51)

そ の 他 (52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)計

眼 鏡

補　聴　器

車 椅 子

電 動
車 椅 子

歩 行 補 助 つ え

重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置

歩 行 器

頭 部 保 持 具

排 便 補 助 具

座 位 保 持 椅 子

起 立 保 持 具

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

   購　　　　　　　　入

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

装 具

座 位 保 持
装 置

視 覚 障 害 者 安 全 つ え

義 眼

修　　　　　　　　理

申 請 件 数 決 定 件 数

金　　　　　額

義 肢



第１９　自立支援医療（身体障害者の更生医療）
（福祉行政報告例） 都道府県

　　　　　　　　　　　（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 指定都市　名
中 核 市

令和           年度分報告

＊金額は千円単位で入力願います。（百の位の数字を四捨五入） ＊実人員

医　科 調　剤

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(01)

(02)

(03)

(04)

心 臓 (05)

腎 臓 (06)

小 腸 (07)

肝 臓 (08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

心 臓 (15)

腎 臓 (16)

小 腸 (17)

肝 臓 (18)

(19)

(20)

(21)訪 問 看 護 （ 老 人 含 む ）

入

院

外

視 覚 障 害

聴 覚 ・ 平 衡 機 能 障 害

音 声 ・ 言 語 ・ そ し ゃ く 機 能 障 害

肢 体 不 自 由

内 臓 障 害

免 疫 機 能 障 害

　計

入

院

視 覚 障 害

聴 覚 ・ 平 衡 機 能 障 害

音 声 ・ 言 語 ・ そ し ゃ く 機 能 障 害

肢 体 不 自 由

内 臓 障 害

免 疫 機 能 障 害

　計

支給認定
申請件数

支給認定件数

支   払   決   定 レセプト件数

医　科 調　剤

支払決定
実人員

公費負担額(千円）　 社会保険負担額
(千円）

後期高齢者医療
負担額(千円）

自己負担額
(千円）



第２１　自立支援医療（精神障害者・児の精神通院医療）
（福祉行政報告例）

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 都道府県

指定都市　名

令和 年度分報告

＊金額は千円単位で入力願います。（百の位の数字を四捨五入）

医　科 調　剤

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

（01）

調　剤

自立支援医療

支給認定
申請件数

支給認定件数

支   払   決   定 レセプト件数

公費負担額(千円） 社会保険負担額
(千円）

後期高齢者医療
負担額(千円）

自己負担額
(千円）

医　科



（福祉行政報告例）

都道府県

指定都市　名

中核市

令和           年度分報告

Ⅰ Ⅱ

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８）

 育　成　医　療（０１）

 更　生　医　療（０２）

 精神通院医療（０３）

 合　　　　　　計（０４）

重度かつ継続
(一定所得以上）

(件数）

第２１の２　自立支援医療における所得区分の状況
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

医療費区分

支   　給　   認　　　定　   件　   数

生活保護
(件　　数）

低所得１
(件　　数）

低所得２
(件　　数）

中間所得
(件　　数）

重度かつ継続
(中間所得１）

(件数）

重度かつ継続
(中間所得２）

(件数）



（福祉行政報告例） 都道府県

指定都市　名

中 核 市

令和 年度分報告

（相談支援を利用している障害者等の人数）

実人員 身体障害
重症心身
障　　害

知的障害 精神障害 発達障害
高 次 脳
機能障害

その他

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

障 害 者 (01)

障 害 児 (02)

計 (03)

（支援方法）

訪 問 来 所 相 談 同 行 電 話 相 談 電子メール相談 オンライン相談 個別支援 会議 関 係 機 関 そ の 他 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

件 数 (04)

(05)

（支援内容）

福 祉 サ ー ビ ス
の 利 用 等 に 関
す る 支 援

障害や病状の理
解に関する支援

健 康 ・ 医 療 に
関 す る 支 援

不 安 の 解 消 ・
情 緒 安 定 に
関 す る 支 援

保 育 ・ 教 育 に
関 す る 支 援

家 族 関 係 ・
人 間 関 係 に
関 す る 支 援

家 計 ・ 経 済 に
関 す る 支 援

生 活 技 術 に
関 す る 支 援

就 労 に 関 す る
支 援

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

件 数 (06)

(07)

社 会 参 加 ・
余 暇 活 動 に
関 す る 支 援

権 利 擁 護 に
関 す る 支 援

そ の 他 計

(10) (11) (12) (13)

件 数 (06)

(07)

 第２１の３　市町村における相談支援

　（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

（再掲）
ピアカウンセラー

（再掲）
ピアカウンセラー

（再掲）
オンライン



都道府県

指定都市　名

（福祉行政報告例） 中 核 市

令和 年度分報告

＊金額は千円単位で入力願います。（百の位の数字を四捨五入） ＊実人員

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(01)

(02)

養 育 医 療

療 育 の 給 付

診療実日数 支払決定実人員

公   費   負   担   額
社会保険・感染症
の予防及び感染症
の患者に対する医
療に関する法律
による負担額

(千円）

(再掲）
 自 己 負 担 額

     (千円）

委託報酬による
支払決定額
（千円）

その他による
支払決定額
（千円）

 第22　未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付
　（児童福祉法・母子保健法）

給付申請件数 給付決定件数

費 用 額   



第２２の２　　自立支援医療（身体障害児童の育成医療）
 （障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

（福祉行政報告例） 都道府県

指定都市　名

中 核 市

令和 年度分報告

＊金額は千円単位で入力願います。（百の位の数字を四捨五入） ＊実人員

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(01)

(02)

(03)

(04)

心 臓 (05)

腎 臓 (06)

小 腸 (07)

肝 臓 (08)

そ の 他 (09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

心 臓 (16)

腎 臓 (17)

小 腸 (18)

肝 臓 (19)

そ の 他 (20)

(21)

(22)

(23)

入

院

視 覚 障 害

聴 覚 ・ 平 衡 機 能 障 害

音声・言語・そしゃく
機 能 障 害

訪 問 看 護

入

院

外

視 覚 障 害

聴 覚 ・ 平 衡 機 能 障 害

音声・言語・そしゃく
機 能 障 害

肢 体 不 自 由

内 臓 障 害

免 疫 機 能 障 害

計

肢 体 不 自 由

内 臓 障 害

免 疫 機 能 障 害

計

レセプト件数

支給認定
申請件数

支給認定件数

支 払 決 定

支払決定
実人員

公費負担額(千円) 社会保険
負担額
(千円）

自己負担額
(千円）

医科 調剤
医科 調剤



第25　障害児福祉手当等の認定及び受給資格者異動状況
（特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正する法律）

（福祉行政報告例）
都道府県名

令和  年 　月分報告

前月末現在
未処理件数

認定請求書
受付件数

受給資格認定件数（月中） 却下件数
（月中）

月末現在
未処理件数

受給者 支給停止者
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

障害児福祉手当 (01)

特別障害者手当 (02)

前月末 　月　　　中　　　　の 異　　動 月末現在数
現在数 新規認定 支給停止 他の実施機関 　　受　　給　　　資　　格 喪　　失 支給停止 他の実施機関

解　　除 が管轄する区
域から転入し
た

（障害児福祉
手当）受給者
が20歳に達し
た

令第１条第１
項若しくは第
２項又は旧法
別表第２に定
める障害の状
態に該当しな
くなった

令第６条又は
改正政令附則
第３条に定め
る給付を受け
るようになっ
た

法第１７条第
２号若しくは
第２６条の２
各号、規則第
１条各号又は
改正省令附則
第２条各号に
定める施設に
入所した

受給者が
死亡した

その他 計 になった が管轄する区
域へ転出した

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

障 害 児 受給者数 (03)

福　　祉 支　　給 本人所得 (04)

手　　当 停止者数 扶養義務者等所得 (05)

その他 (06)

特　　別 受給者数 (07)

障 害 者 支　　給 本人所得 (08)

手　　当 停止者数 扶養義務者等所得 (09)

その他 (10)

福祉手当 受給者数 (11)

(経　過 支　　給 本人所得 (12)

 措置分) 停止者数 扶養義務者等所得 (13)

その他 (14)



第26　特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況
（特別児童扶養手当等の支給に関する法律）

（福祉行政報告例） 都道府県

指定都市名

令和  年    月分報告

前月末現在
未処理件数

認定請求書
受付件数

受給資格認定件数（月中）
却下件数
（月中）

月末現在
未処理件数

所得状
（月

況届受付件数
中）

（月中） 受給者 支給停止者 受給者 支給停止者
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

前月末 　　月　　　中 の 異　　　動 手当 額 再認定による 月末現在数
現在数 新規認定 支給停止解除 他の実施機関 　受　　給 資　　　格 喪　　失 支給停止に 他の実施機関 　　改 定 障害区分及び

が管轄する区
域から転入し
た

支給対象障害
児が20歳に達
した

支給対象障害
児が死亡した

支給対象障害
児が法律に定
める障害の状
態に該当しな
くなった

受給者が死亡
した

その他 計 なった が管轄する区
域へ転出した

増 減

級区分の変更

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

受給者数 (01)

支給対象 身体障害 外部障害 １級 (02)

障害児数 ２級 (03)

内部障害 １級 (04)

２級 (05)

精神障害 知的障害のみ １級 (06)

２級 (07)

１級 (08)

２級 (09)

１級 (10)

２級 (11)

重複障害 １級 (12)

２級 (13)

計 １級 (14)

２級 (15)

支給 本人所得 (16)

扶養義務者等所得 (17)

停止者数 その他 (18)

支給停止 １級 (19)

障害児数 ２級 (20)

知的障害及び
知的障害以外
の精神障害

知的障害以外
の精神障害
のみ



第２７　知的障害者更生相談所における処理

　　　　　　　　　（知的障害者福祉法） 都道府県

（福祉行政報告例） 指定都市　名

令和           年度分報告

　　相 　　談 　　 　　内 　　要 判 定 内 容 　　　 判　定　書　等　交　付　件　数

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

来 所

巡 回

取 扱
実人員

施 設
職 親
委 託 職 業

医 療
保 健 生 活 教 育

療 育
手 帳 その他 計

医学的
判 定

心理学
的判定

職能的
判 定

その他
の判定 計

障害
支援
区分

療 育
手 帳 その他 計

( 0 1 )

( 0 2 )



第３１　療 育 手 帳 交 付 台 帳 登 載 数

（知的障害者福祉法） 都道府県

（福祉行政報告例） 指定都市　名
令和 年度分報告

(年度中) (年度中) (年度中)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A
(01)

(重度)
(02)

B
(03)

(中軽度)
(04)

(05)

18歳に達した場合 障 害 程 度

年 度 末 現 在前 年 度 末 現 在 新 規 交 付 転 入 転 出 ・ 返 還

変 更（年度中）

1 8 歳 未 満

1 8 歳 以 上

1 8 歳 未 満

1 8 歳 以 上

計



   　　　　　    第３２　老　人　ホ　ー　ム・在　所　者
都道府県

　　　　　　　　　　       　    　　　　　（老人福祉法等） 指定都市　名

（福祉行政報告例） 中 核 市
令和           年度分報告

入所者数 （年度中） 退所者数 （年度中） 　年　　　度　　　末　　　現　　　在　　　員　　　数

被措置者 その他 被措置者 その他 被　　　措　　　置　　　者

管　内　分 管外に委託分 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

公立 (01)

私立 (02)

公立 (03)

私立 (04)

公立 (05)

私立 (06)

公立 (07)

私立 (08)

公立 (09)

私立 (10)

公立 (11)

私立 (12)

(13)

都市型軽費老人ホーム

軽費老 人ホ ーム Ａ型

軽費老人 ホ ーム Ｂ型

養 護 老 人 ホ ー ム

特別養護老人ホー

ム

生 活 支 援 ハ ウ ス

その他

施設数 定 員

軽 費 老 人 ホ ー ム



 第３３　養護老人ホームの措置人員(4月1日現在)

（老人福祉法） 都道府県

（福祉行政報告例） 指定都市　名
中 核 市

令和 年度分報告

費用徴収階層別(被措置者分) 費用徴収階層別(扶養義務者分)
措置人員 措置人員

(1) (2)

1 (01) A (01)

2 (02) B (02)

3 (03) C (03)

4 (04) C (04)

5 (05) D1 (05)

6 (06) D2 (06)

7 (07) D3 (07)

8 (08) D4 (08)

9 (09) D5 (09)

10 (10) D6 (10)

11 (11) D7 (11)

12 (12) D8 (12)

13 (13) D9 (13)

14 (14) D10 (14)

15 (15) D11 (15)

16 (16) D12 (16)

17 (17) D13 (17)

18 (18) D14 (18)

19 (19) 扶養義務者なし (19)

20 (20) 計(20) (20)

21 (21)

22 (22)

23 (23)

24 (24)

25 (25)

26 (26)

27 (27)

28 (28)

29 (29)

30 (30)

31 (31)

32 (32)

33 (33)

34 (34)

35 (35)

36 (36)

37 (37)

38 (38)

39 (39)

計 (40)



   第３４　短期入所生活介護(被措置者分) 都道府県
指定都市　名

  　　　　　　         　    　　　　　（老人福祉法） 中 核 市

（福祉行政報告例） 令和           年度分報告

(1) (2) (3) (4) (5)

実 施
市 町 村 数

( 年 度 末 現 在 )

実 施
施 設 数

( 年 度 末 現 在 )
実 人 員 延 人 員

（ 年 度 中 ）

延 日 数

利 用 人 員

（ 年 度 中 ）

短 期 入 所 生 活 介 護



第35　老 人 ク ラ ブ ・ 会 員 数

（老人福祉法） 都道府県
（福祉行政報告例） 指定都市　名

中 核 市
令和 年度分報告

適　　 正 　　ク ラ 　　ブ そ　の　他　の　ク　ラ　ブ    郡　・　市　・　町　村　老　人　ク　ラ　ブ　連　合　会　数

( 年 度 末 現 在 ） （ 年 度 末 現 在 ） （　年　　度　　末　　現　　在　）

ク ラ　ブ　数 会　　員　　数 ク ラ　ブ　数 会　　員　　数 郡 部 市 部 町 　　村 　　部

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



第３６　女性相談支援センター及び女性相談支援員の経路別受付

(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律）
（福祉行政報告例） 都道府県名

令和 年度分報告

本

人

自

身

警

察

関

係

法

務

関

係

教

育

関

係

労

働

関

係

福

祉

事

務

所

他

の

相

談

機

関

社

会

福

祉

施

設

等

医

療

機

関

縁

故

者

・

知

人

そ

の

他

計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

新規 (01)

都 再来 (02)

道 新規 (03)

府 再来 (04)

県 新規 (05)

再来 (06)

新規 (07)

再来 (08)

女性相談支援
セ ン タ ー

女性相談支援員

その他の職員

市 町 村 の 女 性 相 談 支 援 員

女性相談支援センター以外の
事務所の女性相談支援員

他
都
道
府
県
の
女
性

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

他

都

道

府

県

の

女
性
相
談
支
援
員



第３７　女性相談支援センター及び女性相談支援員の処理状況

(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律）
（福祉行政報告例） 都道府県名

令和 年度分報告

処 理 済 実 人 員 （年　 度　 中）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

女性相談支援員 (01)

そ の 他 の 職 員 (02)

(03)

　  (04)

(05)

(06)

(07)

(08)

相

談

支

援

員

へ

移

送

セ

ン

タ

ー

・

女

性

女

性

相

談

支

援

他

都

道

府

県

の

女

性

相

談

支

援

セ

ン

タ
ー

・

女

性

相

談

支

援

員

へ

移

送

関

・

施

設

へ

移

送

そ

の

他

の

関

係

機

助

言

・

相

談

支

援

の

み
(

年

度

中

）
そ

の

他

そ

の

他

一

時

保

護

女性相談支

援センター

都

道

府

県

市 町 村 の 女 性 相 談 支 援 員

年 度 末 現 在
未 処 理 人 員

困難な問題を抱える女性・

暴 力 被 害 女 性

委 託 を 行 っ た 延 人 数

同 伴 し た 家 族

委 託 を 行 っ た 延 人 数

女性相談支援センターの一時
保 護 決 定 延 人 員

（年度中）

女性相談支援センター以外の
事 務 所 の 女 性 相 談 支 援 員

に

入

所

女

性

自

立

支

援

施

設

自

営

就

職

結

婚

家

庭

復

帰

移

送

福

祉

事

務

所

へ

相

談

支

援

延

件

数

計



 　      第３８　女性自立支援施設入退所者の状況
 　　　  (困難な問題を抱える女性への支援に関する法律・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律）

（福祉行政報告例） 都道府県名
令和           年度分報告

自

営

就

職

帰

宅

・

帰

郷

結

婚

施

設

へ

移

送

関

係

機

関

・

そ

の

他

の

無

断

退

所

そ

の

他

計

施

設

内

訓

練

施

設

外

訓

練
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(

年

度

中

）

入

所

延

人

員

職業訓練の状況(年度中）

困難な問題を抱える女性・暴力被
害女性が同伴した家族（年度中）

(

年

度

中

）

入

　
所

　
人

　
員

理　由　別　退　所　人　員　（　年　度　中　） 年

度

末

在

所

人

員



        第３９　民生委員（児童委員）の推薦状況

　　　　             　　　　　　　（民生委員法・児童福祉法） 都道府県

（福祉行政報告例） 指定都市　名
中 核 市
令和           年度分報告

前 年 度 末

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

男 (01)

女 (02)

（再掲）
男 (03)

女 (04)

民 生 委 員 数

主任児童委員数

現 在 数
定 数 推 薦 数

死 亡 傷 病 そ の 他 計 現 在 数

年 度 末解 嘱 事 由 報 告 数



 第４０　民生委員（児童委員）の活動状況

（民生委員法・児童福祉法） 都道府県

（福祉行政報告例） 指定都市　名
中 核 市
令和 年度分報告

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

民　生
委　員

(01)

（再掲）
主任児
童委員

(02)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

民　生
委　員

(01)

（再掲）
主任児
童委員

(02)

生

活

費

在

宅

福

祉

介

護

保

険

健

康

・

保

健

医

療

子

育

て

・

母

子

保

健

子

ど

も

の

地

域

生

活

学

校

生

活

子

ど

も

の

教

育

・

年

金

・

保

険

仕

事

家

族

関

係

住

居

生

活

環

境

日

常

的

な

支

援

そ

の

他

計

内 容 別 相 談 ・ 支 援 件 数
（年 度 中）

高
齢
者
に
関
す
る
こ
と

障
害
者
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
に
関
す
る
こ
と

そ

の

他

計

分野別相談・支援件数
（年 度 中）

調

査

・

実

態

把

握

会

議

へ

の

参

加

協

力

行

事

・

事

業

・

自

主

活

動

地

域

福

祉

活

動

・

民

児

協

運

営

・

研

修

証
明(

調
査
・
確
認
等)

事

務

発

見

の

通

告

・

仲

介

要

保

護

児

童

の

訪

問

・

連

絡

活

動

そ

の

他

委

員

相

互

そ

の

他

の

関

係

機

関

活

動

日

数

連絡調整
回 数訪問回数

そ の 他 の 活 動 件 数
（年 度 中）



第４１　社会福祉法人数・認可件数及び社会福祉連携推進法人数・認定件数

　　　　　　　　　（社会福祉法） 都道府県

（福祉行政報告例） 指定都市　名
中 核 市
令和           年度分報告

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

社 会 福 祉 法 人

社 会 福 祉 協 議 会 共 同 募 金 会 社 会 福 祉 事 業 団 施 設 経 営 法 人 そ の 他 計

法 人 数

(年度末現在)

解散認可（認定）／

認定取消件数

合 併 認 可 件 数

認
可
／
認
定
件
数(

年
度
中)

都道府県知事・指定都
市 長 ・ 中 核 市 長

都道府県の区域内の
市 長

都道府県知事・指定都
市 長 ・ 中 核 市 長

都道府県知事・指定都
市 長 ・ 中 核 市 長

都道府県知事・指定都
市 長 ・ 中 核 市 長

都道府県の区域内の
市 長

都道府県の区域内の
市 長

都道府県の区域内の
市 長

社会福祉連携

推進法人

設立認可／設立認定

件数



 第４２　社会福祉法人等に対する指導・監督

（福祉行政報告例） （社会福祉法等） 都道府県
指定都市　名
中 核 市
令和 年度分報告

(社会福祉法人に対する指導)

指 導 の 状 況

勧 告 公 表

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

(01)

(社会福祉連携推進法人に対する指導)

指 導 の 状 況

勧 告 公 表

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(02)

(施設又は事業に対する指導)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(03)

(04)

(05)

(06)

指 導 の 状 況

報 告 徴 収
(法第56条第1
項 )

立 入 検 査 措 置 命 令 業 務 停 止

命 令

役 員 解 職

勧 告

解 散 命 令 報 告 徴 収
(法第58条第2
項第1号)

予 算 変 更

勧 告

財 産 返 還

命 令
公 益 事 業 又
は 収 益 事 業
の停止の命令

役 員 解 職

勧 告

社会福祉法による

社会福祉法人に対する

指導

（他法において準用

する場合を含む）

老人居宅生活支援事業又は老
人デイサービスセンター、老

人短期入所施設若しくは老人
介護支援センター

養護老人ホーム又は特別養護
老人ホーム

保護施設生活保護法

老人福祉法

無料低額宿泊所

報 告 徴 収 立 入 検 査 管 理 規 定 の
変 更 の 命 令

事 業 の 制 限
の 命 令

施 設 の 設 備
又 は 運 営 の
改 善 の 命 令

事 業 の 停 止
の 命 令

事 業 の 廃 止
の 命 令

認可（許可）
の 取 消根 拠 法 施設（事業）種別

社会福祉法

特 別 監 査 一 般 監 査

報 告 徴 収 立 入 検 査 措 置 命 令 業 務 停 止

命 令

役 員 解 職

勧 告
社会福祉法による

社会福祉連携推進法人

に対する指導
特 別 監 査 一 般 監 査



第43　児 童 相 談 経 路 別 児 童 受 付
都道府県

（福祉行政報告例） （児童福祉法） 指定都市　　名

中 核 市　

特 別 区
令和 年度分報告

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

男
(01)

女
(02)

性別不詳
(03)

男
(04)

女
(05)

性別不詳
(06)

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

男
(01)

女
(02)

性別不詳
(03)

男
(04)

女
(05)

性別不詳
(06)

都道府県・指定都市・中核市・特別区 市 町 村

福 祉
事 務 所 そ の 他 そ の 他

福 祉
事 務 所

児 童
委 員

保 健 セ
ン タ ー

児 童 福 祉 施 設 ・
指 定 発 達 支 援 医 療 機 関

保 育 所
児 童 福
祉 施 設

指 定 発
達 支 援

医
療 機 関

児 童 家
庭 支 援
セ ン
タ ー

警 察 等
家 庭
裁 判 所

保 健 所 及 び
医 療 機 関

保 健 所
医 療
機 関 幼 稚 園 学 校

教 育 委
員 会 等

学 校 等

里 親

児 童
委 員
( 通 告
の 仲 介
を含む)

家 族
・

親 戚

近 隣
・

知 人

児 童
本 人 そ の 他 計 措置

変更

期間

延長

巡回

相談

電話

相談

(再 掲)

児童相談

所

市 町 村

児童相談

所

市 町 村

児 童
相 談 所

保 健 セ
ン タ ー

認
定 こ ど
も 園



第44　児 童 相 談 種 類 別 児 童 受 付
都道府県

（福祉行政報告例） 　　　　（児童福祉法） 指定都市　　名

中 核 市

特 別 区

令和           年度分報告

養 護 相 談 保 　障　　　害　　　相　　　談  非 行 相 談 　　育　　　成　　　相　　　談 そ 　 　　　（再 掲）
児
童
虐
待
相
談

そ
の
他
の
相
談

 
健
 
相
 
談

肢
体
不
自
由
相
談

視
聴
覚
障
害
相
談

知
的
障
害
相
談

発
達
障
害
相
談

ぐ
犯
行
為
等
相
談

触
法
行
為
等
相
談

性
格
行
動
相
談

不
登
校
相
談

適
性
相
談

の
他
の
相
談

計 児
童
虐
待
通
告

い
じ
め
相
談

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

０　　　　　歳 (01)

１　　　　　歳 (02)

２　　　　　歳 (03)

３　　　　　歳 (04)

４　　　　　歳 (05)

５　　　　　歳 (06)

６　　　　　歳 (07)

７　　　　　歳 (08)

８　　　　　歳 (09)

９　　　　　歳 (10)

10　　　　　歳 (11)

11　　　　　歳 (12)

12　　　　　歳 (13)

13　　　　　歳 (14)

14　　　　　歳 (15)

15　　　　　歳 (16)

16　　　　　歳 (17)

17　　　　　歳 (18)

18　歳　以　上 (19)

年　齢　不　詳 (20)

　　　計　　　 (21)

０　　　　　歳 (22)

１　　　　　歳 (23)

２　　　　　歳 (24)

３　　　　　歳 (25)

４　　　　　歳 (26)

５　　　　　歳 (27)

６　　　　　歳 (28)

７　　　　　歳 (29)

８　　　　　歳 (30)

９　　　　　歳 (31)

10　　　　　歳 (32)

11　　　　　歳 (33)

12　　　　　歳 (34)

13　　　　　歳 (35)

14　　　　　歳 (36)

15　　　　　歳 (37)

16　　　　　歳 (38)

17　　　　　歳 (39)

18　歳　以　上 (40)

年　齢　不　詳 (41)

　　　計　　　 (42)

(43)

(44)

特別児童扶養手当支給にかかる判定相談 (計(17)の再掲)　　　　(45)

里親、養親希望に関する相談 　　　　　　　　　　　　　　 　 (46)

3歳児精神発達精密健
康診査(再掲)

1歳6ヶ月児精神発達

精密健康診査(再掲)

相

談

言

語

発

達

障

害

等

相

談

重

症

心

身

障

害

相

談

育

児

・

し

つ

け

被

害

相

談

児

童

買

春

等

児 童
相 談
所

市町村

児 童
相談所

児 童
相談所



     第45　児 童 相 談 種 類 別 対 応 件 数

（福祉行政報告例） （児童福祉法） 都道府県

指定都市　　名

中 核 市

特 別 区

令和 年度分報告

対 応 件 数 （年　　度　　中）

面　接　指　導  児 童 福 祉 施 設

計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

養
護

児 童 虐 待 相 談 (01)

相
談

そ の 他 の 相 談 (02)

　保　　 健　　 相　　 談 (03)

肢体不自由相談 (04)

障 視聴覚障害相談 (05)

害 言語発達障害等相談 (06)

相 重症心身障害相談 (07)

談 知 的 障 害 相 談 (08)

発 達 障 害 相 談 (09)

非
行

ぐ犯行為等相談 (10)

相
談

触法行為等相談 (11)

育 性 格 行 動 相 談 (12)

成 不 登 校 相 談 (13)

相 適　性　相　談 (14)

談 育児・しつけ相談 (15)

そ　の　他　の　相　談 (16)

計 (17)

養
護

児 童 虐 待 相 談 (18)

相
談

そ の 他 の 相 談 (19)

　保　　 健　　 相　　 談 (20)

肢体不自由相談 (21)

障 視聴覚障害相談 (22)

害 言語発達障害等相談 (23)

相 重症心身障害相談 (24)

談 知 的 障 害 相 談 (25)

発 達 障 害 相 談 (26)

非
行

ぐ犯行為等相談 (27)

相
談

触法行為等相談 (28)

育 性 格 行 動 相 談 (29)

成 不 登 校 相 談 (30)

相 適　性　相　談 (31)

談 育児・しつけ相談 (32)

そ　の　他　の　相　談 (33)

計 (34)

再 い じ め 相 談 (35)

掲 児童買春等被害相談 (36)

再 い じ め 相 談 (37)

掲 児童買春等被害相談 (38)

会
福
祉
主
事
指
導
を
含
む

知
的
障
害
者
福
祉
司
・
社

（
再

掲
）

助

言

指

導

継

続

指

導

他

機

関

あ

っ

せ

ん

児

童

福

祉

司

指

導

児

童

委

員

指

導

福

祉

事

務

所

送

致

又

は

通

知

指

導

・

指

導

委

託

児

童

家

庭

支

援

セ

ン

タ

ー

訓

戒

・

誓

約

指

定

発

達

支

援

医

療

機

関

委

託

里

親

委

託

に

よ

る

家

庭

裁

判

所

送

致

法

第

条

第

1

項

第

4

号

そ

の

他

施

設

入

所

待

機

（

再

掲

）

未

対

応

件

数

（

年

度

末

現

在

）

施

設

入

所

待

機

（

再

掲

）

27

27

入

所

通

所

る

家

庭

裁

判

所

送

致

法

第

条

の

3

に

よ

児 童
相 談
所

市 町

村

児 童
相 談
所

市 町

村

児

童

相

談

所

送

致

社

会

福

祉

主

事

指

導

知

的

障

害

者

福

祉

司

・

係

る

都

道

府

県

知

事

へ

の

報

告

助

産

又

は

母

子

保

護

の

実

施

に

利

用

契

約

障

害

児

入

所

施

設

等

へ

の

市

町

村

指

導

委

託

市

町

村

送

致



第４６　児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指導・措置解除

（福祉行政報告例） 　　　　　　　　　　　　（児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律） 都道府県
指定都市　　名
中 核 市
特 別 区
令和           年度分報告

（措置停止・措置中の調査・診断・指導）

(1) (2)

(01)

(02)

(03)

（措置解除）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(04)

(05)

(06)

児 童 福 祉 施 設

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関

障 害 者 支 援 施 設

里 親

家 庭 復 帰

社 会 的 自 立

そ の 他

措 置 停 止 調 査 ・ 診 断 ・ 指 導

児 童 虐 待 そ の 他
障 害 非 行 育 成 保 健 ・ そ の 他

養 護

相 談 種 類



第47　一　時　保　護　児　童
都道府県

（福祉行政報告例） （児童福祉法） 指定都市

中 核 市　　名

特 別 区

児童相談所
令和 年度分報告

（所内保護分）
受　　付（年度中）

前年度末 児童福祉 他の児童 家庭裁判 職権 2か月を 年度末継

継続保護 ０～５歳 ６～11歳 12～14歳 15歳以上 施設入所 里親委託 相談所・ 所 送 致 帰　宅 その他 計 による 超えて一 延日数  続保護

機関に移 一時保護 時保護し

送 （再掲） た件数

（再掲）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

養 児童虐待 (01)

護 そ の 他 (02)

障 害 (03)

非 行 (04)

育 成 (05)

保　健 ・ そ　の　他 (06)

計 (07)

延 日 数 (08)

（委託保護分）
委　　託（年度中） 委　　託　　解　　除（年度中）

前年度末 児　童　福　祉　施　設

継続委託 年 度 末 他の児童 職権 2か月を

保　　護 ０～５歳 ６～11歳 12～14歳 15歳以上 警 察 等 児童養護 乳 児 院 児童自立 児童心理 障害児関 その他 里　　親 そ の 他 計 延 日 数 継 続 委 児童福祉 里親委託 相談所・ 家庭裁判 帰　　宅 そ の 他 計 による 超えて一

施　　設 支援施設 治療施設  係施設 の施設 託 保 護 施設入所 機関に 所 送 致 一時保護 時保護し

移送 （再掲） た件数

（再掲）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

養 児童虐待 (09)

護 そ の 他 (10)

障 害 (11)

非 行 (12)

育 成 (13)

保　健 ・ そ　の　他 (14)

計 (15)

延 日 数 (16)

（備考）　都道府県・指定都市においては、児童相談所からの報告をまとめ、都道府県・指定都市の総括の報告表を作成すること。

対 応（年度中）

対 応（年度中）



第48　児童相談所における調査・診断及び
 心理療法・カウンセリング等

（福祉行政報告例） （児童福祉法） 都道府県

指定都市　名
中 核 市
特 別 区
令和 年度分報告

医 学 的 診 断 指 導 心   理   診   断   指   導  心理療法・カウンセリング等
調
査
・
社
会
診
断
指
導

診
察
・
指
導

医
学
的
検
査

そ

の

他

知
能
検
査

発
達
検
査

人
格
検
査

そ
の
他
の
検
査

面
接
・
観
察
・
指
導

そ
の
他
の
診
断
指
導

医

師

児
童
心
理
司
等

児
童
福
祉
司
等

そ
の
他
の
所
員

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

児 童 (01)

(再掲)児童虐待 (02)

(再掲)非　　行 (03)

保 　　護 　　者 (04)

(再掲)児童虐待 (05)

(再掲)非　　行 (06)

そ 　　の 　　他 (07)

(再掲)児童虐待 (08)

(再掲)非　　行 (09)

計 (10)

(再掲)児童虐待 (11)

(再掲)非　　行 (12)



　第49　児童相談所における養護相談の理由別対応件数

（児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律） 都道府県

指定都市　名
中 核 市
特 別 区
令和 年度分報告

１（養護相談の理由）

家出 傷病

(失踪を含む) 死　　亡 離　　婚 (入院を含む) 虐待 その他

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(01)

(02)

(03)

(04)

「虐待(5)」の再掲
（1）（｢児童福祉施設に入所(01)｣の内訳）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(05)

（2）（虐待相談の相談種別・経路）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

（3）（虐待相談の相談種別・主な虐待者）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

（4）（被虐待者の年齢・相談種別）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

市町村と重複（再掲） (36)

（5）（児童虐待防止法関係）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(37)

２（親権・後見人関係）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(38) 件 数 (42)

(39)

(40)

(41)

保護者以外の者による虐待

 取 下 げ 件  数

１８歳

計

件 数

請  求  件  数

承  認  件  数

 却　下  件  数

１２歳

１３歳

１４歳

１５歳

１６歳

１７歳

６歳

７歳

８歳

９歳

１０歳

１１歳

５歳

性  的  虐  待

心 理 的 虐 待

保護の怠慢・拒否
(ネグレクト)

計

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

暴力の目撃
等によるも
の（再 掲）

登校・登園
の禁止

性  的  虐  待

心 理 的 虐 待

保護の怠慢・拒否
(ネグレクト)

計

身 体 的 虐 待

児童福祉施設に入所

里   親   委   託

面   接   指   導

そ    の    他

児童福祉施設に入所

身 体 的 虐 待

家 族 環 境
そ の 他 計

計そ の 他
児 童 養 護
施 設 乳 児 院

児 童 自 立
支 援 施 設

児 童 心 理
治 療 施 設

福

祉

事

務

所

そ

の

他

福

祉

事

務

所

児

童

委

員

保

健

セ

ン

タ
ー

そ

の

他

保

育

所

児

童

福

祉

施

設

指

定

発

達

支

援

医

療

機

関

児童福祉施設･指定発達支援医療機関 警

察

等

家

庭

裁

判

所

保

健

所

医

療

機

関

保健所及び医療機

幼

稚

園

学

校

教

育

委

員

会

等

学 校 等 里

親

の

仲

介

を

含

む

)

児

童

委

員

(

通

告

父

親

母

親

そ

の

他

父

親

母

親

そ

の

他

虐 待 者 本 人 虐 待 者 以 外

家 族 親

戚

近

隣

・

知

人

児

童

本

人

そ

の

他

都道府県・指定都市・中核市・特別区 市 町 村

実 父
実 父 以 外

の
父 親

実 母
実 母 以 外

の
母 親

そ の 他 計

身 体 的 虐

待
性 的 虐 待 心 理 的 虐 計

管 理 権 喪
失 審 判 の
請 求

保

健

セ

ン

タ
ー

計

安 全 確 認 出 頭 要 求 立 入 調 査
再 出 頭 要

求

臨 検 ・ 捜

索
援 助 要 請

保 護 者
指 導 勧 告

一 時 保
護 ・
施 設 措 置

親 権 喪 失
審 判 全 部 制 限 面 会 制 限 通 信 制 限

児

童

相

談

所

保 護 の

怠慢･拒否

(ネグレクト)

棄 児

（ 再 掲 ）

置 き 去 り
児 童

（ 再 掲 ）

（福祉行政報告例）

住 所 情 報
の 制 限

接 近 禁 止
命 令

親 権 喪 失
審 判 取 消
し の 請 求

親 権 停 止
審 判 取 消
し の 請 求

後 見 人 選
任

の 請 求

法第4 7条
第5項の報

告

親 権 停 止
審 判

管 理 権 喪
失

審 判

後 見 人 解
任

の 請 求

管 理 権 喪
失

審 判 取 消
し の 請 求

認

定

こ

ど

も

園

（ 再 掲 ）（ 再 掲 ）
（ 再 掲 ） （ 再 掲 ）

身 体 的 虐 性 的 虐 待 心 理 的 虐

児

童

家

庭

支

援

セ

ン

タ

ー



　第49の2　市町村における養護相談の理由別対応件数

（福祉行政報告例） 　（児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律） 都道府県
指定都市　名
中 核 市
特 別 区
令和  年度分報告

（養護相談の理由）

家出 傷病

(失踪を含む) 死　　亡 離　　婚 (入院を含む) 虐待 その他

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

面   接   指   導 (01)

そ    の    他 (02)

「虐待(5)」の再掲
（1）（虐待相談の相談種別・経路）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

身 体 的 虐 待 (03)

性  的  虐  待 (04)

心 理 的 虐 待 (05)

保護の怠慢・拒否
(ネグレクト)

(06)

計 (07)

（2）（虐待相談の相談種別・主な虐待者） （4）（児童虐待防止法関係）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3)

身 体 的 虐 待 (08)  件 数 (33)

性  的  虐  待 (09)

心 理 的 虐 待 (10)

保護の怠慢・拒否
(ネグレクト)

(11)

計 (12)

（3）（被虐待者の年齢・相談種別） 　2（親権関係）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0 歳 (13)  件 数 (34)

1 歳 (14)

2 歳 (15)

3 歳 (16)

4 歳 (17)

5 歳 (18)

6 歳 (19)

7 歳 (20)

8 歳 (21)

9 歳 (22)

10 歳 (23)

11 歳 (24)

12 歳 (25)

13 歳 (26)

14 歳 (27)

15 歳 (28)

16 歳 (29)

17 歳 (30)

18 歳 (31)

計 (32)

家 族 環 境
そ の 他 計

実 父
実父以外の
父 親

実 母
実母以外の
母 親

そ の 他 計

身体的虐待 性 的 虐 待 心理的虐待

保護の怠慢･
拒否(ネグレク
ト )

計

安 全 確 認
件 数

送 致 件 数
出頭要求等
通 知 件 数

法第47条第5
項 の 報 告

暴力の目撃
等によるも
の（再掲）

登校・登園の
禁 止

（ 再 掲 ）

保 護 者 以 外 の 者 に よ る 虐 待

身体的虐待
（ 再 掲 ）

性 的 虐 待
（ 再 掲 ）

心理的虐待
（ 再 掲 ）

福

祉

事

務

所

そ

の

他

福

祉

事

務

所

児

童

委

員

保

健

セ

ン

タ
ー

そ

の

他

保

育

所

児

童

福

祉

施

設

指
定
発
達
支
援

医

療

機

関

児童福祉施設･指定発達支援医療機関 警

察

等

家

庭

裁

判

所

保

健

所

医

療

機

関

保健所及び医療機関

幼

稚

園

学

校

教

育

委

員

会

等

学 校 等 里

親

の

仲

介

を

含

む

)

児

童

委

員

(

通

告

父

親

母

親

そ

の

他

父

親

母

親

そ

の

他

虐 待 者 本 人 虐 待 者 以 外

家 族 親

戚

近

隣

・

知

人

児

童

本

人

そ

の

他

都道府県・指定都市・中核市・特別区 市 町 村

保

健

セ

ン

タ
ー

計

児

童

相

談

所

認

定

こ

ど

も

園

児

童

家

庭

支

援

セ

ン

タ

ー



（福祉行政報告例） 第５０　児童福祉施設・在所者
都道府県

（児童福祉法） 指定都市
中 核 市  名
特 別 区
児童相談所
令和 年度分報告

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

公立 (01)

私立 (02)

公立 (03)

私立 (04)

公立 (05)

私立 (06)

公立 (07)

私立 (08)

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 １０歳 １１歳 １２歳 １３歳 １４歳 １５歳 １６歳 １７歳 １８歳 １９歳 小計

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

公立 (01)

私立 (02)

公立 (03)

私立 (04)

公立 (05)

私立 (06)

公立 (07)

私立 (08)

（備考）　都道府県・指定都市においては、児童相談所からの報告をまとめ、都道府県・指定都市の総括の報告表を作成すること。

年 度 末 在 籍

措 置 人 員

児 童 養 護 施 設

児 童 心 理 治 療 施 設

入 所児童自立支援施設

乳 児 院

施 設 数 定 員

措 置 そ の 他 そ の 他措 置

入 所 （ 年 度 中 ） 退 所 （ 年 度 中 ）

児 童 養 護 施 設

児 童 心 理 治 療 施 設

入 所児童自立支援施設

乳 児 院

そ の 他



                      第５２　助産施設・母子生活支援施設在所者
都道府県

（福祉行政報告例）                            （児童福祉法） 指定都市　名
中 核 市
令和           年度分報告

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

公立 (O1)

私立 (O2)

施 設 数 定 員

入 所
私的契約
入 所 退 所

私的契約
退 所 入 所 私的契約

年 度 中 年 度 末 在 籍

人 員

世 帯 数

(03)

人 員

(04)

世 帯 数

(05)

人 員

(06)

公 立

私 立

助 産
施 設

母 子 生
活 支 援
施 設



第５４　保育所・在所者（４月１日現在）
都道府県
指定都市 名
中 核 市
令和　　　　年度分報告

施設数 認可定員 利用定員

入所人員 措置人員
障 害 児
受 入 人 員
( 再 掲 ）

私的契約人員

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

公立(01)

私立(02)

0　 　歳 １・２歳 ３　　 歳 ４歳以上 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

公立(03)

保育短時間(再掲)
(04)

私立(05)

保育短時間(再掲)
(06)

（児童福祉法）
（福祉行政報告例）

入　所　人　員　　　年　齢　階　層
障害児保育の
ための加配職

員数

在　　　　籍



第５４の２　幼保連携型認定こども園・在所者（４月１日現在）
都道府県
指定都市 名
中 核 市
令和 年度分報告

施設数

計

２・３号
認　定

（再　掲）

利用定員

入所人員 措置人員
障 害 児
受 入 人 員
( 再 掲 ）

私的契約人員

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

公立(01)

私立(02)

0　 　歳 １・２歳 ３　　 歳 ４歳以上 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

公立(03)

保育短時間(再掲)
(04)

私立(05)

保育短時間(再掲)
(06)

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律）
（福祉行政報告例）

認可定員

入　所　人　員 年　齢　階　層 障害児保育の
ための加配職

員数

在 籍



　第５４の３　保育所及び幼保連携型認定こども園における入退所者の状況
（児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

（福祉行政報告例）

保育所

公 立 (01)

私 立 (02)

幼保連携型認定
こども園

公 立 (03)

私 立 (04)

年 度 中 年　度　末　在　籍　

入所人員
私的契約
入所人員

退所人員
私的契約
退所人員

入所人員
私的契約
人　　員

都道府県
指定都市 名
中 核 市

令和　　年度分報告



   　　　 第５６　里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）
（福祉行政報告例）

     　　　　　　　　         　　　        （児童福祉法） 都道府県
指定都市
中 核 市　名
特 別 区
児童相談所
令和           年度分報告

(1) (2) (3) (4)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(11)

（備考）　都道府県・指定都市においては、児童相談所からの報告をまとめ、都道府県・指定都市の総括の報告表を作成すること。

養 子 縁 組
里　　   親

認 定 及 び 登 録 里 親 数

養 育 里 親

専 門 里 親

親 族 里 親

児 童 が 委 託 さ れ て い る 里 親 数

登 録 里 親 数

児 童 が 委 託 さ れ て い る 里 親 数

児 童 が 委 託 さ れ て い る 里 親 数

登 録 里 親 数

児 童 が 委 託 さ れ て い る 里 親 数

認 定 里 親 数

児 童 が 委 託 さ れ て い る 里 親 数

登 録 里 親 数

（

再

掲

）

前 年 度 末 現 在 新 規 （ 年 度 中 ） 年 度 末 現 在取 消 （ 年 度 中 ）

事 業 所 数 定 員
入 所 （ 年 度 中 ） 退 所 （ 年 度 中 ） 年 度 末 在 籍

措 置 人 員 そ の 他 措 置 人 員 措 置 人 員そ の 他 そ の 他

小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 （ フ ァ ミ リ ー ホ ー ム ）



              第５７　里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に委託されている児童

                                                                            （児童福祉法） 都道府県
指定都市
中 核 市　名
特 別 区
児童相談所
令和　　　　　　  年度分報告

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

（備考）　都道府県・指定都市においては、児童相談所からの報告をまとめ、都道府県・指定都市の総括の報告表を作成すること。

１９歳１４歳 １５歳 １６歳 １７歳 １８歳

年　齢　階　級　別　委　託　児　童　数　（　年　度　末　）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 計９歳 １０歳 １１歳 １２歳 １３歳

里 親 に 委 託 さ れ た 児 童

養 育 里 親 に 委 託
さ れ た 児 童

親 族 里 親 に 委 託
さ れ た 児 童

専 門 里 親 に 委 託
さ れ た 児 童

(

里
親
の
種
類
別)

設

か

ら

受

託

児

童

福

祉

施

新 規 又 は 措 置 変 更 に よ り
委 託 さ れ た 児 童 数 ( 年 度 中 )

そ

の

他

計

な

く

な

り

帰

宅

保

護

の

必

要

が

普

通

養

子

縁

組

満

年

逃

亡

死

亡

就

職

そ

の

他

計

設

に

入

所

児

童

福

祉

施

委

託

他

の

里

親

に

そ

の

他

計

年
度
末
現
在
委
託
児
童
数

解 除 変 更

措 置 を 解 除 又 は 変 更 さ れ た 児 童 数 （ 年 度 中 ）

里 親 に 委 託 さ れ て い る 児 童

養 育 里 親 に 委 託 さ れ て い る 児 童

親 族 里 親 に 委 託 さ れ て い る 児 童

専 門 里 親 に 委 託 さ れ て い る 児 童

(

里
親
の
種
類
別)

小規模 住居型児童養 育事業
（ フ ァ ミ リ ー ホ ー ム ） に

委 託 さ れ た 児 童

小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業
（ フ ァ ミ リ ー ホ ー ム ） に
委 託 さ れ て い る 児 童

（福祉行政報告例）

特

別

養

子

縁

組

家

庭

か

ら

受

託

養子縁組里親に委託
さ れ た 児 童

養子縁組里親に委託されている児童



第61　児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況
（児童扶養手当法）

都道府県
指定都市 名
中 核 市
令和 年 月分報告

年月表 都道府県・指定都市・中核市
 前月末現在
 未処理件数

 認定請求書受
 付件数(月中)

受給資格
（月

認定件数
中）

却下件数
（月中）

月末現在
未処理件数

受給者 支給停止者 受給者 支給停止者
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

都道府県・市等支給対象者 (01)

国支給対象者 (02)

前月末現在数 月中の異動 月末現在数
新規認定 　 全部支給停止が解除された  他の支給機関 受 　　　給 資　　　格 　喪　　　失 　   全部支給停止になった 他の支給機関

全部支給
停止から
全部支給

全部支給
停止から
一部支給

 が管轄する区
 域から転入

受給者が
死亡した

  対象児童が
  死亡した

  対象児童が
  18歳の年度
  末に達した

 父又は母が
 婚姻（事実
 上の婚姻関係

 を含む）した

 児童が遺棄
 の状態でな
 くなった

 父又は母の
 拘禁が終了
 した

その他 計 　全部支給か
　ら全部支給
　停止

　一部支給か
　ら全部支給
　停止

 が管轄する
 区域へ転出

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

受給者数 都道府県・市等支給対象者 (03)

国支給対象者 (04)

全部支給 本人所得 (05)

停止者数 扶養義務者等所得 (06)

月末現在受給者数内訳
世帯類型別 受給対象児童数別

母子世帯 父子世帯 　 その他の
生別 母子世帯 　死別

　母子世帯
　未婚の
　母子世帯

障害者世帯 遺棄世帯 ＤＶ保護命令
世帯

生別 父子世帯 　死別
　父子世帯

　未婚の
　父子世帯

障害者世帯 遺棄世帯 ＤＶ保護命令
世帯

   世帯 母 養育費
受領者数
(再掲)

父 養育費
受領者数
(再掲)

養育者 全部支給 養育費
受領者数
(再掲)

一部支給 養育費
受領者数
(再掲)

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上 受給あり 法第13条の２
第１項適用

法第13条の２
第２項適用

法第13条の２
第３項適用

その他 受給なし

離婚 その他 離婚 その他
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

受給者数 都道府県・市等支給対象者 (07)

国支給対象者 (08)

手当の支給類型の変更（月中）

 一部支給から
 全部支給

 全部支給から
 一部支給

(1) (2)

受給者数 都道府県・市等支給対象者 (09)

国支給対象者 (10) 児童扶養手当の受給の対象となっている児童のうち18歳の年度末を超える児童数（月末現在） (3)

（５年等満了月を迎えた児童扶養手当受給資格者（養育者を除く））

月中の異動
転 入 転 出

適　用　除　外　事　由　別　内　訳
一部支給
停止者数
（再掲）

一部支給
停止者数
（再掲）

一部支給
停止者数
（再掲）

一部支給
停止者数
（再掲）

一部支給
停止者数
（再掲）

一部支給停止
適用除外者数

就業中 求職活動中等 障害 負傷疾病 介護

一部支給
停止者数

その他

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

都道府県・市等支給対象者 (11)

国 支 給 対 象 者 (12)

公的年金の受給別

（福祉行政報告例）

現況届受付件数
（月中）

対象児童との続柄別 手当の支給類型別

受給資格

者数（養育

者を除く）

５年等満了月
を迎えた受給
資格者数

一部支給停止
者数

前月末現在受給資格者数

受給資格者数 受給資格者数

一部支給停止
から一部支給
停止適用除外

一部支給停止
適用除外から
一部支給停止

受給資格喪失者数 その他
月末現在受給資格者数



第62　戦　傷　病　者　手　帳　交　付　台　帳　登　載　数

（戦傷病者特別援護法）
都道府県　名
令和 年度分報告

軍 人 軍 属 　　準 軍 　属 　合 　計

特項
｜

２項症

３項
｜

４項症

５項
｜

６項症
７項症 款症 目症

そ
の
他

計
特項
｜

２項症

３項
｜

４項症

５項
｜

６項症
７項症 款症

そ
の
他

計
特項
｜

２項症

３項
｜

４項症

５項
｜

６項症
款症

そ
の
他

計
特項
｜

２項症

３項
｜

４項症

５項
｜

６項症
７項症 款症 目症

そ
の
他

計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

視 覚 障 害 (01)

聴 覚 障 害 (02)

言 語 機 能
障 害

(03)

し 体
不 自 由

(04)

中 枢 神 経
機 能 障 害

(05)

そ の 他 (06)

計 (07)

（福祉行政報告例）



第63　戦傷病者等の療養の給付・療養費の支給及び療養手当受給者数
  　　　　　　　　並びに更生医療給付決定件数

　　　                   　　　　（戦傷病者特別援護法） 都道府県　名
令和           年度分報告

指定医
療機関

一般医
療機関

計 新　規 転　入 計
入院外か
ら 入 院

入院から
入 院 外

治　ゆ 中　断 死　亡 転　出 計
指定医
療機関

一般医
療機関

計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

 結        核 (01)

 精   神   病 (02)

 そ   の   他 (03)

      計 (04)

 結        核 (05)

 精   神   病 (06)

 そ   の   他 (07)

      計 (08)

 結        核 (09)

 精   神   病 (10)

 そ   の   他 (11)

      計 (12)

入　院 (13)

入院外 (14)

(15) (16)

（福祉行政報告例）

入

院

入

院

外

計

法附則第1 1項
該 当 者

(再掲)

前 年 度 末 患 者 数
新 規 患 者 数 変 更 患 者 数 減 少 患 者 数

年 度 中 異 動 状 況
年 度 末 患 者 数

療 養 手 当 受 給 者 数
(年 度 末 現 在)

更 生 医 療

給付決定件数



            第64　戦傷病者の補装具支給及び修理

（福祉行政報告例）     　　　               　　　（戦傷病者特別援護法）
都道府県　名
令和           年度分報告

支                    給 修                    理

請　求　件　数 決　定　件　数 金　　　　額 請　求　件　数 決　定　件　数 金　　　　額

(1) (2) (3)（千円） (4) (5) (6)（千円）

義  手 (01)

義  足 (02)

 装      具 (03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

義 肢

座 位 保 持 装 置

視覚障害者安全つえ

義 眼

眼 鏡

座 位 保 持 椅 子

補 聴 器

起 立 保 持 具

車 椅 子

電 動 車 椅 子

歩 行 器

頭 部 保 持 具

排 便 補 助 具

重 度 障 害 者 用
意 思 伝 達 装 置

歩 行 補 助 つ え

そ の 他

計

人 工 内 耳



   第65　戦 傷 病 者 乗 車 券 引 換 証 受 給 者 数

（福祉行政報告例）                               （戦傷病者特別援護法）
都道府県　名
令和           年度分報告

特
別
項
症

第
一
項
症

第
二
項
症

第
三
項
症

第
四
項
症

第
五
項
症

第
六
項
症

第
一
款
症

第
二
款
症

第
三
款
症

第
四
款
症

第
五
款
症

目

症
計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

甲 種 (01)

乙 種 (02)

甲種・乙種 (03)



都道府県

指定都市　名
中 核 市

（福祉行政報告例） 令和 年 月分報告

 現に給付を受けたもの 　給付金支給停止中のもの
生活支援
給　　　付

住宅支援
給　　　付

介護支援
給　　　付

出産支援
給　　　付

生業支援
給　　　付

葬祭支援
給　　　付

計

(1)

うち配偶者
支援金（再

掲）

(2) (3)

うち配偶者支
援金（再掲）

(4) (5) (6) (7)
入院

(8)
入院外

(9) (10) (11) (12) (13)

(01)

(02)

日本の国籍を
有 し ない もの
（ 再 掲 ）

人 員 (03)

世　　　帯　　　数

人　 　員

第６６　給付金の種類別被給付世帯数及び被給付人員
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

給付金世帯数・人員(実数）(月中） 給　　　付　　　金　 　の　 　種　　　類　　　（　　月　　　中　　）

医療支援給付



第６７　給付の開始・廃止及び変更
都道府県

指定都市　名
中 核 市

（福祉行政報告例） 令和 年度分報告

給　付　金　支　給　開　始 給　付　金　支　給　廃　止

申請件数 申請取下げ件数 申請却下件数 決 定
転入

（再掲）
職権給付（再

掲）
決 定

一時的支援給付
（再掲）

転出
（再掲）

増 減

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１０） （１１）

世 帯 数 (01)

人 員 (02)

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

 給付金支給変更



都道府県

指定都市　名

（福祉行政報告例） 中 核 市

令和           年度分報告

男 女 計 男 女 計 男 女 計

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

年 45 歳 未 満 (01)

45 ～ 49 (02)

50 ～ 54 (03)

齢 55 ～ 59 (04)

60 ～ 64 (05)

65 ～ 69 (06)

70 ～ 74 (07)

階 75 ～ 79 (08)

80 ～ 84 (09)

85 ～ 89 (10)

級 90 歳 以 上 (11)

　　　計 （12）

 第６８　性・年齢階級別被給付人員

　（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

本　　人 配　偶　者
うち配偶者支援金を受けたもの



都道府県

指定都市　名

（福祉行政報告例） 中 核 市

令和           年度分報告

入　　　　　　　　　　院　　　　　（　　　年　　度　　末　　現　　在　　　　）

医　　療　　支　　援　　給　　付　　単　　給

 　　医療支援給付単給のみ       計
      医療支援給付併給

計 介護老人保健
施 設 入 所 者

精神疾患 その他 精神疾患 その他 精神疾患 その他
（再掲）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

入　　　　　　　　　　院　　　　　　　　　外　　　　　（　　　　年　　度　　末　　現　　在　　　　）

医　　療　　支　　援　　給　　付　　単　　給

    医療支援給付単給のみ       計
  　　 医療支援給付併給

計 訪 問 看 護
利 用 者

精神疾患 その他 精神疾患 その他 精神疾患 その他
（再掲）

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

 第６９　医療支援給付人員

　（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

その他の単給
（一時的支援給付等を含む）

その他の単給
（入院患者日用品費・

一時的支援給付等を含む）



　（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

都道府県

指定都市　名

（福祉行政報告例） 中 核 市

令和 年度分報告

※項目毎に昨年度と数値を比較し、貼付間違いや記入漏れなどないようにご注意下さい！
施 設 介 護 （ 年　　度　　末　　現　　在 ）

介護支援給付単給 介護支援給付併給

介護支援給付
単給のみ

計 医療支援給付
併給のみ

その他の併給 計

（１） （２） （３） （４） （５） （６）

介 護 老 人 福 祉 施 設 (01)

介 護 老 人 保 健 施 設 (02)

介護療養型医療施設 (03)

介 護 医 療 院 (04)

地 域 密 着 型 介 護
老 人 福 祉 施 設

(05)

居　 　宅  　介  　護    ・ 介　　護　　予　　防  　等　（  　年　　度　　末　　現　　在　  ）
介護支援給付単給 介護支援給付併給

介護支援給付
単給のみ

計 医療支援給付
併給のみ

その他の併給 計

（１） （２） （３） （４） （５） （６）

居 宅 介 護 (06)

介 護 予 防 (07)

介護予防・日常生活支
援

(08)

 第７０　介護支援給付人員

その他の単給
（日常生活費・一時的
支援給付等を含む）

その他の単給
（一時的支援
給付等を含む）



都道府県

指定都市　名

（福祉行政報告例） 中 核 市

令和 年度分報告

　現　　に　　給　　付　　金　　を　　受　　け　　た　　世　　帯　　数　　（　　年　　度　　末　　現　　在　　）

単　　身　　者　　世　　帯 ２　　人　　以　　上　　の　　世　　帯 計

高齢者世帯 障害者世帯 傷病者世帯
そ の 他 の
世 帯

（再掲）
医療給付単給

高齢者世帯 障害者世帯 傷病者世帯
そ の 他 の
世 帯

（再掲）
医療給付単給

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１０） （１１）

常 用 勤 労 者 (01)

日 雇 労 働 者 (02)

内 職 者 (03)

その他の就業者 (04)

(05)

(06)

計 (07)

 第７１　世帯の労働力類型別被給付世帯数

　（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

世
帯
主
が
働
い
て

い
る
世
帯

世帯主は働いていないが
世帯員が働いている世帯

働いている者のいない世帯

(1) ～ (4)
(6) ～ (9)



都道府県
指定都市　名
中 核 市

（福祉行政報告例） 令和              年 度 分 報 告

件　数 金　　　額 件　数 金　　　額 件　数 金　　　額 件　数 金　　　額 件　数 金　　　額 件　数 金　　　額

(1) (2)(千円) (3) (4)(千円) (5) (6)(千円) (7) (8)(千円) (9) (10)(千円) (11) (12)(千円)

入　院 (01)

入院外 (02)

(03)

(04)

一
般
診
療

 歯　　科　　診　　療

計

 第７２　医療費の審査及び決定
　（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

基 金 審 査 結 果

　知　　　　　　事　　　　　　審　　　　　　査　　　　　　結　　　　　　果

　知　　　　　　　　事　　　　　　　　決　　　　　　　　定
再　審　査　請　求 そ　　　の　　　他

支　　払　　確　　定 増　　　　　　額 減　　　　　　額



都道府県

指定都市　名

（福祉行政報告例） 中 核 市

令和 年度分報告

　　給　付　金　の　変　更

入 院 外 医 療
支 援 給 付 を
受 け て い た も の

そ　の　他
入 院 外 医 療
支 援 給 付 を
受 け る も の

そ　の　他

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

精 神 病 (01)

そ の 他 (02)

　 計 　 (03)

 第７３　医療支援給付実施状況

　（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

入 退 院 患 者 数 （年 度 中）

入 院 患 者 数 退 院 患 者 数

給付金の開始

給　付　金　の　変　更

計 給付金の廃止 計



福祉行政報告例 統計表一覧 

身体障害者福祉 

  第１表 身体障害者手帳交付台帳登載数, 障害の種類、年齢（２区分)×障害の程度、登載状況別 

  第２表 身体障害者手帳交付台帳登載数，都道府県－指定都市－中核市×障害の種類、年齢（２区分）

別 

  第３表 身体障害者手帳交付台帳登載数,都道府県－指定都市－中核市×障害の程度、登載状況別 

第４表 身体障害者更生相談所における取扱実人員、相談、判定及び判定書等交付件数,相談の種類・判

定の種類×来所－巡回別 

第５表 身体障害者更生相談所における取扱実人員、相談、判定及び判定書等交付件数,都道府県－指定

都市×来所－巡回別 

障害者総合支援 

  第１表 身体障害者・児の基準の補装具購入件数、購入金額、修理件数、修理金額、借受け件数、借受

け金額、借受け修理件数及び借受け修理金額，補装具の種類別 

  第２表 身体障害者・児の基準の補装具購入件数、購入金額、修理件数、修理金額、借受け件数、借受

け金額、借受け修理件数及び借受け修理金額，都道府県－指定都市－中核市別 

  第３表 身体障害者・児の基準の補装具購入件数，都道府県－指定都市－中核市×補装具の種類別 

  第４表 難病患者等の基準の補装具購入件数、購入金額、修理件数、修理金額、借受け件数、借受け金

額、借受け修理件数及び借受け修理金額，補装具の種類別 

  第５表 難病患者等の基準の補装具購入件数、購入金額、修理件数、修理金額、借受け件数、借受け金

額、借受け修理件数及び借受け修理金額，都道府県－指定都市－中核市別 

  第６表 難病患者等の基準の補装具購入件数，都道府県－指定都市－中核市×補装具の種類別 

  第７表 身体障害者・児の特例補装具購入件数、購入金額、修理件数及び修理金額，特例補装具の種類

別 

  第８表 身体障害者・児の特例補装具購入件数、購入金額、修理件数及び修理金額，都道府県－指定都

市－中核市別 

  第９表 身体障害者・児の特例補装具購入件数，都道府県－指定都市－中核市×特例補装具の種類別 

  第 10表 難病患者等の特例補装具購入件数、購入金額、修理件数及び修理金額，特例補装具の種類別 

  第 11表 難病患者等の特例補装具購入件数、購入金額、修理件数及び修理金額，都道府県－指定都市－

中核市別 

  第 12表 難病患者等の特例補装具購入件数，都道府県－指定都市－中核市×特例補装具の種類別 

  第 13表  自立支援医療（身体障害者の更生医療）の支給認定件数、支払決定金額、レセプト件数及び支

払決定実人員，入院－入院外－訪問看護、障害の種類別 

  第 14表 自立支援医療（身体障害者の更生医療）の支給認定件数、支払決定金額、レセプト件数及び支

払決定実人員，都道府県－指定都市－中核市別 

第 15表 自立支援医療（精神障害者・児の精神通院医療）の支給認定件数、支払決定金額及びレセプト

件数，都道府県－指定都市別 



第 16表  自立支援医療における支給認定件数，所得区分×医療費区分別 

    第 17表  自立支援医療における支給認定件数，医療費区分×都道府県－指定都市－中核市×所得区分別 

    第 18表 市町村における相談支援を利用している障害者・児の実人員及び相談支援障害者数，障害者－

障害児×障害の種類（重複計上）別 

    第 19表 市町村における相談支援件数，都道府県－指定都市－中核市×支援方法（重複計上）別 

  第 20表 市町村における相談支援件数，都道府県－指定都市－中核市×支援内容（重複計上）別 

  第 21表 自立支援医療（身体障害児童の育成医療）の支給認定件数、支払決定金額、レセプト件数及び

支払決定実人員，障害の種類別 

    第 22表 自立支援医療（身体障害児童の育成医療）の支給認定件数、支払決定金額、レセプト件数及び

支払決定実人員，都道府県－指定都市－中核市別 

  第１表 市町村における相談支援を利用している障害者・児の実人員及び相談支援障害者数，都道府県

－指定都市－中核市×障害者－障害児、障害の種類（重複計上）別 ★ 

障害児関係・障害児福祉手当等・特別児童扶養手当 

  第１表 未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付の給付件数、費用額、診療実日数及び支払決定実

人員，養育医療－療育の給付別 

    第２表 未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付の給付件数、費用額、診療実日数及び支払決定実

人員，都道府県－指定都市－中核市別 

  第３表 障害児福祉手当等の受給者数，都道府県×手当の種類別 

  第４表 障害児福祉手当・特別障害者手当の認定請求処理件数，手当の種類別 

    第５表  障害児福祉手当等受給資格者数，手当の種類×異動状況別 

    第６表 特別児童扶養手当の認定請求処理件数及び所得状況届受付件数，都道府県－指定都市別 

  第７表 特別児童扶養手当受給者数，障害の種類×級区分×異動状況別 

第８表 特別児童扶養手当受給者数、支給対象障害児数、支給停止者数及び支給停止障害児数，都道府

県－指定都市×障害の種類×級区分別 

    第１表 障害児福祉手当等の認定請求処理状況，手当の種類×都道府県×処理の状況別 ★ 

  第２表 障害児福祉手当等の受給資格者数，手当の種類×都道府県×異動状況別 ★ 

知的障害者福祉 

  第１表 知的障害者更生相談所における取扱実人員及び取扱件数，来所－巡回×相談の種類・判定の種

類・判定書等交付件数別 

  第２表 療育手帳交付台帳登載数，障害の程度、年齢（２区分）×登載状況別 

第３表 知的障害者更生相談所における取扱実人員、相談件数、判定件数及び判定書等交付件数， 

来所－巡回×都道府県－指定都市別 

  第４表 療育手帳交付台帳登載数，都道府県－指定都市×障害の程度、年齢（２区分）別 



    第１表  療育手帳交付台帳登載数，都道府県－指定都市×登載状況別 ★ 

老 人 福 祉 

  第１表 老人ホーム等の施設数、定員、入所者数、退所者数及び年度末現在員数，施設の種類、 

公立－私立別   

  第２表 老人ホーム等の施設数、定員及び年度末現在員数，都道府県－指定都市－中核市×施設の種類

別 

  第３表 養護老人ホームの措置人員，被措置者分・扶養義務者分×費用徴収階層区分別 ☆ 

    第４表  短期入所生活介護（被措置者分）の利用人員及び延日数，都道府県－指定都市－中核市別 

  第５表 老人クラブ数、会員数及び老人クラブ連合会数，都道府県－指定都市－中核市別 

  第１表 老人ホームの施設数、定員及び年度末現在員数，公立－私立×都道府県－指定都市－中核市× 

施設の種類別  ★ 

  第２表 養護老人ホームにおける措置人員（被措置者分），都道府県－指定都市－中核市×費用徴収階

層区分別 ☆★ 

第３表 養護老人ホームにおける措置人員（扶養義務者分），都道府県－指定都市－中核市×費用徴収

階層区分別 ☆★ 

困難な問題を抱える女性支援 

  第１表 女性相談支援センター及び女性相談支援員の受付件数，都道府県×新規－再来別 

  第２表 女性相談支援センター及び女性相談支援員の受付件数，新規－再来×経路別 

  第３表 女性相談支援センター及び女性相談支援員の処理件数、相談支援延件数及び未処理人員，処理

状況別 

  第４表 女性相談支援センター及び女性相談支援員の処理件数、相談支援延件数、未処理人員及び一時

保護決定延人員，都道府県別 

第５表 女性自立支援施設の入所人員、理由別退所人員、年度末現在在所人員、入所延人員及び職業訓

練を受けた人員，都道府県別 

  民生委員・社会福祉事業 

  第１表 民生委員（児童委員）数，委員の種類、性×都道府県－指定都市－中核市×異動状況別 

第２表 民生委員（児童委員）の相談・支援件数，相談・支援の種類×都道府県－指定都市－中核市× 

委員の種類別 

  第３表 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人数，都道府県－指定都市－中核市×法人の種類別 

  第４表 社会福祉法人数・認可件数及び社会福祉連携推進法人数・認定件数，法人の種類別 

    第５表 施設又は事業に対する指導・監督件数，根拠法・施設（事業）種別×指導状況別 

    第６表 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人に対する指導・監督件数，都道府県－指定都市－中核

市×指導状況別 

  第７表 施設又は事業に対する指導・監督件数，都道府県－指定都市－中核市×指導状況別 



  第１表 社会福祉法人認可件数及び社会福祉連携推進法人認定件数，都道府県－指定都市－中核市×法

人の種類別 ★ 

児 童 福 祉 

  第１表 児童相談所における受付件数，性×都道府県－指定都市－中核市－特別区×経路別 

  第２表  市町村における児童相談受付件数，性×都道府県－指定都市－中核市－特別区×経路別 

  第３表 児童相談所における受付件数，年齢×相談の種類別 

  第４表 市町村における児童相談受付件数，年齢×相談の種類別 

  第５表 児童相談所における受付件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×相談の種類別 

  第６表 市町村における児童相談受付件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×相談の種類別 

  第７表 児童相談所における対応件数及び未対応件数，相談の種類×対応の種類別 

  第８表 市町村における児童相談対応件数及び未対応件数，相談の種類×対応の種類別 

  第９表 児童相談所における対応件数及び未対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×対応の

種類別 

  第 10表 市町村における児童相談対応件数及び未対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×対

応の種類別 

  第 11表 児童相談所における対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×相談の種類別 

  第 12表 市町村における児童相談対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×相談の種類別 

  第 13表 児童相談所における措置解除件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×措置解除理由×相

談の種類別 

  第 14表 児童相談所における措置停止件数及び措置中等の調査・診断・指導件数，都道府県－指定都市

－中核市－特別区×施設の種類別 

  第 15表 児童相談所における所内一時保護児童の受付件数及び対応件数，相談の種類×年齢階級・ 

 対応の種類別 

  第 16表 児童相談所における委託一時保護児童の委託件数、委託解除件数及び対応件数，相談の種類×

年齢階級・委託解除の種類・対応の種類別 

第 17表 児童相談所における所内一時保護児童の受付件数及び対応件数，都道府県－指定都市－中核市

－特別区×年齢階級・対応の種類別  

  第 18表 児童相談所における委託一時保護児童の委託件数、委託解除件数及び対応件数，都道府県－指

定都市－中核市－特別区×年齢階級・委託解除の種類・対応の種類別 

  第 19表 児童相談所における調査・診断指導・心理療法・カウンセリング等の件数，対象者× 

 方法・実施者別  

  第 20表 児童相談所における調査・診断指導・心理療法・カウンセリング等の件数，都道府県－指定都

市－中核市－特別区×方法・実施者別  

  第 21表 児童相談所における養護相談の対応件数，対応の種類×相談理由別 

  第 22表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数，被虐待者の年齢×相談種別別 



第 23表 児童相談所における養護相談の対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×相談理由別 

  第 24表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区 

 ×児童虐待相談の経路別 

第 25表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数，児童虐待相談の相談種別×児童虐待相談の経路

別 

第 26表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数，児童虐待相談の相談種別×主な虐待者別 

  第 27表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×主な虐

待者別 

  第 28表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×相談種

別別 

  第 29表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×被虐待

者の年齢別 

  第 30表 児童相談所における児童虐待防止法に関する対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区

別 

  第 31表 児童相談所における親権・後見人に関する請求件数、承認件数、却下件数、取下げ件数及び報

告の件数 

  第 32表  市町村における養護相談の対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×相談理由別 

  第 33表 市町村における児童虐待相談の対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×児童虐待相

談の経路別 

  第 34表 市町村における児童虐待相談の対応件数，児童虐待相談の相談種別×児童虐待相談の経路別 

第 35表 市町村における児童虐待相談の対応件数，児童虐待相談の相談種別×主な虐待者別 

第 36表 市町村における児童虐待相談の対応件数，被虐待者の年齢×相談種別別 

  第 37表 市町村における児童虐待相談の対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×主な虐待者

別 

  第 38表 市町村における児童虐待相談の対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×相談種別別 

  第 39表 市町村における児童虐待相談の対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×被虐待者の

年齢別 

    第 40表 市町村における児童虐待防止法に関する対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区別 

  第 41表 児童福祉施設の施設数、定員、入所人員、退所人員及び年度末在籍人員，施設の種類、 

 公立－私立別 

  第 42表 児童福祉施設（助産施設及び母子生活支援施設を除く）の年度末在籍人員，施設の種類、公立

－私立×年齢別 

第 43表 保育所の施設数、定員、在籍人員及び障害児保育のための加配職員数，都道府県－指定都市－

中核市×公立－私立別 ☆ 

  第 44表 保育所の在籍人員（措置人員及び私的契約人員を除く），都道府県－指定都市－中核市×年齢

階級×公立－私立別 ☆ 

  第 45表 保育所の入所人員、退所人員及び年度末在籍人員，都道府県－指定都市－中核市×公立－私立

別 ☆ 



  第 46表 幼保連携型認定こども園の施設数、定員、在籍人員及び障害児保育のための加配職員数，都道

府県－指定都市－中核市×公立－私立別 ☆ 

  第 47表 幼保連携型認定こども園の在籍人員（措置人員及び私的契約人員を除く），都道府県－指定都

市－中核市×年齢階級×公立－私立別 ☆ 

  第 48表 幼保連携型認定こども園の入所人員、退所人員及び年度末在籍人員，都道府県－指定都市－中

核市×公立－私立別 ☆ 

    第 49表 里親数，里親の種類×新規－取消別 

  第 50表 里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に委託された児童数，里親の種類×

解除の理由－変更別 

  第 51表 里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に委託されている児童数，里親の種

類、年齢別 

  第 52表 里親数及び里親に委託されている児童数，都道府県－指定都市－中核市－特別区別 

  第 53表 小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の事業所数、定員、入所人員、退所人員、年

度末在籍人員及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に委託されている児童数，

都道府県－指定都市－中核市－特別区別 

  第 54表 児童扶養手当の認定請求処理件数及び現況届受付件数，都道府県－指定都市－中核市別 

  第 55表 児童扶養手当受給資格者数，支給対象者・都道府県－指定都市－中核市×異動状況別 

  第 56表 児童扶養手当受給者数，支給対象者・都道府県－指定都市－中核市×世帯類型・対象児童との

続柄・手当の支給類型・受給対象児童数・公的年金の受給別 

  第 57表 児童扶養手当受給者数，都道府県－指定都市－中核市×支給類型の変更・18歳の初めの年度末

を超える児童数・支給停止者数別 

  第 58表 ５年等満了月を迎えた児童扶養手当受給資格者数（養育者を除く）,都道府県－指定都市－中

核市×異動状況別 

  第１表 児童相談所における１歳児受付件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×相談の種類別★ 

  第２表 児童相談所における３歳児受付件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×相談の種類別★ 

  第３表 児童相談所における１歳６か月児精神発達精密健康診査件数，都道府県－指定都市－中核市－

特別区×相談の種類別 ★  

    第４表 児童相談所における３歳児精神発達精密健康診査件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区

×相談の種類別 ★ 

  第５表 児童相談所における特別児童扶養手当支給にかかる判定相談件数及び里親－養親希望に関する

相談件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区別 ★ 

  第６表 児童相談所における児童虐待相談の児童福祉施設に入所の内訳，都道府県－指定都市－中核市

－特別区別 ★ 

  第７表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×児童虐

待相談の相談種別×児童虐待相談の経路別 ★ 

  第８表 児童相談所における親権・後見人関係請求件数、承認件数、却下件数、取下げ件数及び報告の

件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区別 ★ 



第９表 市町村における親権関係件数，都道府県－指定都市－中核市－特別区別 ★ 

  第 10表 児童福祉施設（助産施設及び母子生活支援施設を除く）の施設数、定員及び在籍人員， 

 都道府県－指定都市－中核市－特別区×施設の種類別 ★ 

  第 11表 助産施設・母子生活支援施設の施設数、定員及び在籍人員，都道府県－指定都市－中核市×施

設の種類別 ★ 

  第 12表 里親数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×新規－取消別 ★ 

第 13表 里親に委託されている児童数，都道府県－指定都市－中核市－特別区×年齢別 ★ 

  第 14表 里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に委託された児童数， 

 里親の種類、都道府県－指定都市－中核市－特別区×解除の理由－変更別 ★ 

戦傷病者特別援護 

  第１表 戦傷病者手帳交付台帳登載数，障害の種類×軍人－軍属－準軍属、障害の程度別 

  第２表 戦傷病者手帳交付台帳登載数，都道府県×障害の程度別 

  第３表 戦傷病者等の療養の給付件数，入院－入院外、特定病類×異動状況別 

  第４表 戦傷病者の療養患者数，都道府県×入院－入院外、特定病類別 

  第５表 戦傷病者の補装具支給件数、支給金額、修理件数及び修理金額，補装具の種類別 

  第６表 戦傷病者乗車券引換証受給者数，都道府県×障害の程度別 

  第１表 戦傷病者手帳交付台帳登載数，障害の種類×都道府県×軍人－軍属－準軍属×障害の程度別★ 

  第２表 戦傷病者乗車券引換証受給者数，都道府県×甲種－乙種別 ★ 

中国残留邦人等支援給付等 

    第１表 被支援実世帯数，都道府県－指定都市－中核市別 

第２表  被支援実世帯数，都道府県－指定都市－中核市×月・１か月平均別 

    第３表 現に支援給付を受けた世帯数，世帯の労働力類型×世帯区分、世帯類型別 

第４表 現に支援給付を受けた世帯数，都道府県－指定都市－中核市×世帯類型・世帯の労働力類型別 

第５表 被支援実人員，都道府県－指定都市－中核市別 

第６表 被支援実人員，都道府県－指定都市－中核市×月・１か月平均別 

第７表 日本の国籍を有しない被支援実人員，１か月平均別 

    第８表 支援給付世帯数及び支援給付人員，月・１か月平均×給付金の種類（重複計上）別 

    第９表 支援給付世帯数及び支援給付人員，都道府県－指定都市－中核市×給付金の種類（重複計上）

別 

    第 10表 支援給付の申請、取下げ、申請却下件数、支援給付の開始世帯数、開始人員、廃止世帯数、廃

止人員及び給付金支給変更人員，都道府県－指定都市－中核市別 

    第 11表 被給付人員，年齢階級×本人－配偶者、性別 

第 12表 医療支援給付人員，都道府県－指定都市－中核市×入院－入院外、単給－併給、精神疾患－そ

の他の疾病別 



第 13表 介護支援給付人員，都道府県－指定都市－中核市×施設介護－居宅介護－介護予防等、単給－

併給別 

第 14表  医療費の審査件数、審査金額、決定件数及び決定金額，診療区分別 

  第 15表 医療支援給付による入院患者数及び退院患者数，精神疾患－その他の疾病×決定の種類別 

月 報（概数）分 

障害児福祉手当等関係 

表１ 障害児福祉手当等受給者の状況 

特別児童扶養手当関係 

表２ 特別児童扶養手当受給者の状況 

児童福祉関係 

表３ 児童扶養手当受給者の状況 

表４ 児童扶養手当支給対象者別の状況（各月間） 

表５ 児童扶養手当支給対象者別の状況（各月末現在） 

中国残留邦人等支援給付等関係 

表６ 被支援世帯数及び被支援実人員 

表７ 支援給付の種類別人員 

都道府県別統計表  

  統計表１ 障害児福祉手当等受給者の状況 

  統計表２ 特別児童扶養手当受給者の状況 

統計表３ 児童扶養手当受給者の状況 

（注１）下線を付した統計表は、令和４年度の結果のうち、令和６年９月に公表するもの。 

（注２）「☆」は、報告表第33、第54及び第54の２に関する統計表（４月１日現在を基準となる期日と

している統計表）を明瞭化するため記載するもの。 

（注３）「★」は、令和３年度に係る年度報までは、報告書には掲載せずe-Statのみで公表していた統

計表。本来、表番号の修正が必要であるが、e-Stat掲載に当たってシステムの改修等が必要であ

るところ、ただちに対応できないため、従前の記載のままとしている。なお、これに該当する統

計表について、e-Statにおいては、例えば「e1」（e-Statのみで公表していた第１表）と表示し

ている。 



福祉行政報告例における取集状況（オンライン回答率、有効回答率）

報告者数

令和元年度 125 11,985 11,985 100.0 11,985 100.0

令和２年度 127 12,247 12,247 100.0 12,247 100.0

令和３年度 127 12,247 12,247 100.0 12,247 100.0

配布数 回収数 回収率

（再　掲）

有効回答数 有効回答率
都道府県・
指定都市・
中核市




